
 
 

第㸲章 生物多様性保全に㛵㐃した政策・事業・制度等 

 

㸲－１ ⏕≀ከᵝᛶಖ㛵㐃ἲ௧ 

1��0 年代以㝆、多くの法ᚊの制定や条約のᢈが行われ、環境保全、自然資源管理、生

物多様性保全に対してྲྀり組むయ制が整ഛされてきた。 

 

1）国内法 

以下に、保護区管理を主とする生物多様性保全に㛵㐃する法ᚊを挙げる。 

z コスタリカ観光法 No� 1�1�（1�55 年）：᭱初の国立公園を指定するも、⣽๎は制定

されࡎ。 

z 国立公園設置法 No� �0�4 法（1��� 年）：0AG 内に国立公園局が創設される。国立

公園・生物保護区内の⚗Ṇ事㡯の設定。その後の 10 年㛫に現存する国立公園の大

部分が設置される。 

z ᾏ域法（1��� 年）：すての࣐ングローブ林を保護区に指定。 

z 野生生物保全法 No� �31�（1��2 年）：No���1�（1��3 年）からᨵṇ。⚾有地におけ

る野生生物保護区の設置と設置要௳13。 

z 環境ᇶ本法 No� �554（1��5 年）：野生生物局、森林局、国立公園局を統合し、それ

までのኳ然資源ࢿ࢚ルࢠー㖔ᒣ┬（0IRENE0）を環境ࢿ࢚ルࢠー┬（0LnLVWeULo del 

APELenWe \ EneUgtD：0INAE）にᨵ組。保護区の管理カテࢦリーと設置要௳、保護

区設置の権㝈は 0INAE（現在の 0INAE7）�SINAC にあるが、地᪉自యにも

与される。すての‵地を保護区に指定。環境ᙳ㡪評価の実施つ定。 

z 森林法 No� �5�5（1��� 年）：No� 44�5（1��� 年）、No� �1�4（1��0 年）を大ᖜにᨵ

ṇし、森林の持つ環境サービスを定⩏づけ、それに対する PSA を設け、その㈐௵

機㛵として FONAFIFO を創設。 

z 生物多様性法 No� ����（1��� 年）：生物多様性の保全、資源の持⥆的利用、及びそ

れによる利┈と㈝用の公ᖹな㓄分をᅗる。保護区・森林資源・野生生物の管理を

統ᣓした SINAC の設立。分権的・参加ᆺ・統合ᆺの管理య制の整ഛ。保護区の制

度的ᯟ組みの法的認定。 

z 水産養Ṫ法 No� �43�（2005 年）：ᾏὒ⁺業⊁⊟法 No� 1�0（1�4� 年）からᨵṇ。ᾏ

ὒに保護区を設置する際には、水産養Ṫᇶ‽との↷合がᚲ要とされる。 

 

2）国際条約 

コスタリカは以下の国際条約をᢈしている。 

                                                        
13 2012 年にもᨵゞされている。このᨵゞは、約 1� 万 ��000 人のᕷẸの⨫名を㞟め国会にᨵṇが提出され、それが国

会でᢎ認されたⅬで、ᚑ来の法ᨵṇ手⥆きと␗なるとされている。 
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z アメリカ大陸ㅖ国の動植物及び自然ᬒ観⨾の保護に㛵する条約：1�40 年ᢈ 

z 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際ྲྀᘬに㛵する条約（ConYenWLon on 

InWeUnDWLonDl 7UDde Ln EndDngeUed SSeFLeV oI :Lld FDXnD Dnd FloUD：CI7ES）：1��5 年ᢈ

 

z 世界のᩥ㑇産及び自然㑇産の保護に㛵する条約（世界㑇産条約）：1��� 年ᢈ 

z ≉に水㫽の生息地として国際的に重要な‵地に㛵する条約（ラムサール条約）：

1��2 年ᢈ 

z CBD：1��4 年ᢈ 

z Ẽೃኚ動ᯟ組み条約（UnLWed NDWLonV FUDPewoUN ConYenWLon on ClLPDWe CKDnge：

UNFCCC）：1��4 年ᢈ 

z ◁₍対ฎ条約（UnLWed NDWLonV ConYenWLon Wo CoPEDW DeVeUWLILFDWLon：UNCCD）：1���

年ᢈ 

 

㸲－㸰 ⏕≀ከᵝᛶಖ㛵㐃のᨻ⟇࣭ᡓ␎ 

1）国家開発ィ⏬ 

「国家開発ィ⏬ 2011�2014」のなかで、現政権（ࢳンࢳーࣕࢪ大統㡿、2010 年㹼2014

年）は、保護区管理を環境政策のඃ先㡰位の上位に位置づけており、ᾏὒ保護区（0DULne 

PUoWeFWed AUeD：0PA）のቑ設、PSA 制度のᙉ、生物回ᗯの設置、国設保護区の土地所

有、SINAC の組織ᙉ、人ᮦ・ண⟬の確保なを重どしている。 

また、現政権の事業ィ⏬のなかで≉に、ᾏὒや土地利用区分に㛵した保護区の管理が

環境政策のඃ先事㡯の 1 つとなっており、ලయ的には、下記の 5 つが重要どされている。 

z 㛵ಀする公的機㛵〔SINAC、0INAE7、コスタリカ水産ᗇ（InVWLWXWo CoVWDUULFenVe de 

PeVFD \ AFXLFXlWXUD：INCOPESCA）、コスタリカ政府観光局（InVWLWXWo CoVWDUULFenVe de 

7XULVPo：IC7）が༠力して、自然管理がྍ能な㡿ᾏ内の既存のすてのἢᓊ・0PA

の代表性を保持しながら、保全と持⥆ྍ能な利用を保ドするための保護下にある

ᾏ域をቑやす。 

z ண⟬㓄分・リソースの自ᕫ創出・ᐁẸの外国支の組み合わࡏにより、ᚲ要な人

的資源と㈈源を保護区にᕪしྥける。 

z 国会に、現在分᩿的でᩓ在的となっている、ᾏ域や保護区の管理及び PSA に㛵す

る統ᣓ的なつ制機㛵を提する。 

z 国の保護区における土地所有も、保護区システムのᙉを実現するために法ᚊ的

にྲྀり上げるきである。 

z 炭素固定、ᖏ水ᒙや水系、生物多様性、ᬒ観なの保護といった PSA プログラム

をᙉする。Ẹ有地の生物回ᗯにおける生物多様性保全のㄢ㢟は、保全のための

PSA の支払いを通じてゎỴされるきものである。 

 

－ 1� －



 
 

2）生物多様性㛵㐃の主な政策・ᡓ␎ 

自然環境及び生物多様性の保全に㛵㐃するこれまでの主な政策・ᡓ␎には、以下のも

のが挙げられる。 

z 国家保護区政策（1��� 年） 

z 国家生物多様性保全ᡓ␎（2000 年） 

z 自然資源調査とᩥ的権利に㛵する国家ᡓ␎（2000 年）  

z 国家㐪法ఆ᥇ྲྀり締まりᡓ␎（2002 年） 

z 国家野生生物保護管理ᡓ␎（2003 年） 

z SINAC 保護区管理ア࢙ࢪンダ（2003 年） 

z 国家‵地政策 

z ‵地保全と合理的利用に㛵する国家ᡓ␎（2005 年） 

z SINAC 環境ᩍ⫱に㛵する国家ᡓ␎（2005 年㹼2010 年） 

z 国家環境ᡓ␎（2005 年㹼2020 年） 

z 保護区共同管理政策（200� 年） 

z ᒣⅆ事㜵Ṇᡓ␎（200� 年㹼2010 年） 

z 国家ἢᓊᾏὒ資源管理ᡓ␎（200� 年） 

z SINAC ᡓ␎ィ⏬（2010 年㹼2015 年） 

  

ḟに、上記のᡓ␎から≉に重要とᛮわれるものの概要を⤂する。 

 

3）国家生物多様性ᡓ␎（2000 年） 

生物多様性の保全と持⥆ྍ能な利用という国家目ᶆを達成するために、多くの♫会経

済セクターの努力を結㞟し、地᪉・国内・国際的な㐃ᦠをಁ㐍することを࣑ッシࣙンに

ᥖげている。その実現にあたり、1）生産活動によるᝏᙳ㡪の㜵Ṇ・⦆和、2）土地利用

ィ⏬、3）㛵㐃機㛵・セクター㛫の༠調、4）生物多様性の持⥆ྍ能な利用と保全につい

ての▱ぢを生み出すための◊✲調査、5）ሗ公開、�）ᬑ及ၨ発、�）域内保全、�）域

外保全、�）㑇ఏᏊ組స物のリスクண㜵、10）㑇ఏ資源のアクセス・㓄分、11）環境サ

ービス・インセンテブの㈝用内部、12）ᾏὒ・ἢᓊ資源の保全、13）生物多様性管

理能力ᙉからなるᡓ␎が組まれている。CBD 事務局に対しては、これまでに「ࢼシࣙ

ルレポート」はࢼ 4 回のᨵゞ（᭱᪂は 200� 年∧）が提出されているが、「国家生物多様

性保全ᡓ␎」は、CBD�COP10（2010 年）のỴ議を㋃まえて、現在 SINAC が᪂ᡓ␎を策

定中である。 

また、生物多様性能力ᙉのための政策の 1 つとして、「中米における生物多様性の持

⥆ྍ能な管理についての経㦂のὶを᥎㐍する」と挙げている。 
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4）SINAC ᡓ␎ィ⏬（2010 年㹼2015 年） 

行政┘╩ᗇ（ConWUDloUtD GeneUDl de ReS~ElLFD）からの指♧により、స成され、SINAC の

ពᛮỴ定᭱高機㛵である CONAC によりᢎ認された。 

 

・ビࣙࢪン： 

SINAC はコスタリカの持⥆的発展に寄与するために、参加と公ᖹな管理を通じて、

生物多様性と自然資源の保全及び持⥆的利用を᥎㐍するリーダーである。 

 

 ：ッシࣙン࣑・

SINAC は現在と将来世代の⚟♴のために、♫会のさまざまなアクターと༠力して、

野生生物、森林資源、自然保護区、水系、水ᩥシステムの保全と持⥆的利用を統合

さࡏて行う。 

 

・目ᶆ： 

5 つのᡓ␎分野が指定され14、その下に設定された 1� の目ᶆのうち、生物多様性保

全の活動に┤᥋㛵㐃するものには、1）生態系アプローࢳにἢった統合的土地管理、

2）ᾏὒ・ἢᓊ生態系に対する⬣ጾの㜵Ṇ・⦆和、3）▱㆑管理と有ຠ活用、4）法௧

のᨵṇとそのᇳ行、5）土地管理政策・つ๎のᙉ、�）さまざまなアクターとの共

同を通した生物多様性保全㐠Ⴀながある。 

 

㸲－㸱 ࡑのの⏕≀ከᵝᛶಖ㛵㐃ࡓࡋᨻ⟇࣭ྲྀࡳ⤌ࡾ➼ 

以下にコスタリカでぢられる生物多様性保全に㛵㐃した、㏆年の重Ⅼ分野について⤂

する。 

 

ᾏὒ・ἢᓊ生態系の保全 

陸域の保護区が国土の 2�％を占めるのに対し、ᾏ域の保護区はまࡔ㡿ᾏの 1�％を占め

るにすぎない。CBD のもと国際的に㐍められている保護地域స業ィ⏬〔PlDn de 7UDEDMo de 

ÈUeDV PUoWegLdDV：P7AP（7Ke CBD PUogUDPPe oI :oUN on PUoWeFWed AUeDV：Po:PA）〕をཷけ

て、0PA のቑ設にྲྀり組ࢇでいる。200� 年に「コスタリカにおける保全のࣕࢠップ分ᯒ

（AnilLVLV de YDFtoV de FonVeUYDFLyn en CoVWD RLFD：GRUASϩ）」プロ࢙ࢪクト15によって、

ᾏὒ・ἢᓊの保全に重要な 35 地域（21�0�1NP2）を≉定し、FoUeYeU CoVWD RLFD、地球環境

IDB、（GloEDl EnYLUonPenWDl FDFLlLW\：GEF）シリテࣇ 等の支により、0PA の設置、

管理ᙉ、持⥆的利用を᥎㐍している。また、SINAC ᡓ␎ィ⏬では、SINAC 内にᾏὒ・

ἢᓊプログラムを設置するとし、多目的利用ᾏ域ᇶ本ィ⏬（200� 年）もస成された。 
                                                        
14 「生物多様性と自然資源の持⥆ྍ能な利用と保全」「♫会の参加と同┕」「組織管理」「人ᮦ開発」「組織イメーࢪとア

イࢹンテテ」の 5 分野。 
15 7NC� CI� FONAFIFO� INBLo� COBODES PUoMeFW によって実施された。 
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生物回ᗯの設置と保全 

これまでᕼ少な動植物の生息地や、代表的な森林・生態系を⥙⨶するように保護区を

設置してきた結果、㏆年では保護区の᪂設がᅔ㞴になり、᪂たな保護区の面積もᑠさく

なっている。生物多様性を㐍のプロセスとともに㛗ᮇにわたり保存するためには、で

きるࡔけᗈ域で㐃⥆した生態系を保全するᚲ要がある。そのため、1��� 年に生物多様性

保全上、重要な地域をᢳ出するためのࢰーࢽングが GRUAS プロ࢙ࢪクトによって行われ、

生物回ᗯを設置する動きが始まった。2000 年代半ばになると、国立生物回ᗯ、生物回ᗯ

保全地域プログラム、生物回ᗯ支ጤဨ会が設置され、生物回ᗯに㛵する設置࢞イドラ

イン、管理アセスメント、国家・地域プログラムᡓ␎ィ⏬（200� 年㹼2014 年）が策定さ

れた。これら一㐃のྲྀり組みは、メ࢟シコ༡部から࣐ࢼࣃに及ࡪメソアメリカ生物回ᗯ

プロ࢙ࢪクトに┤᥋㛵ಀするものである。これにより、コスタリカ国内には 2010 年Ⅼ

で 3� カ所（1�5 万 KD、国土の 34％）の生物回ᗯが設置されている（ᅗ㸱参↷）1�。 

 
        ⷧ⥳の部分が生物回ᗯ対㇟地域        出：0INAE（2003） 

  ᅗ㸱 ⏕≀ᅇᗯ⨨ᅗ 

 

 

                                                        
1� SINAC�0INAE7 （2010） InIoUPe NDFLonDl SoEUe el SLVWePD de AUeDV SLlYeVWUeV PUoWegLdDV de CoVWD RLFD� PeULodo 200��200�� 
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PSA 制度 

PSA 制度は森林生態系サービスのཷ┈者に対して、その利用内ᐜとつᶍにᛂじた適ṇ

な対価の支払いをồめる制度であり、森林の保全と再生のインセンテブとして、コス

タリカでは 1��� 年にᑟ入された。森林保全のための経済的手法のᑟ入は、森林法（1���

年）の制定にకって始まり、再植林のための㛗ᮇప利㈚、森林支払ド᭩（CeUWLILFDdoV de 

AEono FoUeVWD：CAF）、๓払ᘧ森林支払ド᭩（CeUWLILFDdo de AEono FoUeVWDl SoU AdelDnWDdo：

CAFA）、森林保全ド᭩（CeUWLILFDdo SDUD lD ConVeUYDFLyn del BoVTXe：CCB）のによる

再植林㈝用の⛯᥍㝖や㛗ᮇの土地保全ዎ約なのサービスが提供されてきた。 

コスタリカでは、FONAFIFO を通じて、森林法（法ᚊ第 �5�5 ྕ、1��� 年制定）により

生態系に対する人㛫活動の࣐イࢼスᙳ㡪を回復さࡏるようなツールや資㔠メカࢬࢽムが

適用できるような生態系サービスが定⩏・≉ᚩづけられている。このサービスの≉ᚩづ

けは、同法制定ᙜと␗なり、᭱㏆ではサービスの内ᐜや定㔞ばかりでなく、経済的

要素でᮇᚅされるኚの内ᐜも対㇟となっている。0PA で現在実施中のプロ࢙ࢪクトで

は、主要な活動の 1 つとして PSA コンポーࢿントを組み入れている。PSA のコンセプト

は、Ẽೃኚ動やこれに対する適ᛂ策に㛵ಀした要素とも㛵㐃づけている。ලయ的には、

イロࣃングローブでの炭素の固定と㈓ⶶに㛵する分ᯒと生態系サービスへの支払いの࣐

ット・プロ࢙ࢪクトである。これには 0PA にも౽┈がテࢽ࣑ࣗけでなく、࿘㎶のコࡔ

及ࡪように㓄៖されている。 

コスタリカの「開発㏵上国における森林減少・ຎ等による ᐊຠ果࢞ス出㔞の๐

減等（RedXFLng EPLVVLonV IUoP DeIoUeVWDWLon Dnd FoUeVW DegUDdDWLon Ln deYeloSLng FoXnWULeV� 

Dnd WKe Uole oI FonVeUYDWLon� VXVWDLnDEle PDnDgePenW oI IoUeVWV Dnd enKDnFePenW oI IoUeVW FDUEon 

VWoFNV Ln deYeloSLng FoXnWULeV：REDD�）」ᡓ␎には、AC の森林保全にྥけられた保護区の

⥔持のための⿵メカࢬࢽムにもゐれられている。陸域の保護区やその࿘㎶では、1���

年から FONAFIFO を通じて国の資㔠で公的な保護区ࡔけでなくその࿘㎶の中ᑠつᶍの土

地所有者に対する PSA 参加ಁ㐍のための資㔠ຓや PSA Ⓩ㘓の認ྍなを行っている。

PSA の適用対㇟は、森林保護、持⥆ྍ能な森林管理、再植林の 3 種㢮のࣔダリテに分

㢮される。PSA 㐠用の資㔠源は、▼⇞ᩱ⛯が大部分を占めるが、炭素出権ྲྀᘬ、水

力発㟁所、環境サービスド᭩（CeUWLILFDdoV de SeUYLFLoV APELenWDleV：CSA）1�、GEF なか

らの収入もてられている。開始以来これまで、PSA 事業は、約 13�000 ௳のዎ約ᩘ、約

�0 万 KD の森林面積、2 億 ��000 万米ドルのᢞ入資㔠を記㘓した1�。同事業は、現在 SINAC

が公ᘧに提♧している生物回ᗯ対㇟地域（とࢇがẸ有地）の生物多様性保全の手ẁ

としてᮇᚅされている。 

                                                        
1� 2002 年に制定され、PSA に㛵ᚰのあるಶ人・ᅋయが FONAFIFO の発行するド᭩を㉎入し、㉎入者が資㔠分㓄先を指

定することができる制度。業のイメーࢪアップ等に使われる。 
1� I� PoUUDV （2012） De RLo D RLo㸩： /eFFLoneV de 20 DxoV de e[SeULenFLD en VeUYLFLoV DPELenWDleV� SKDSLng SXVWDLnDEle 0DUNeWV� 
IIED� 
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ໟᣓ的な保全アプローࢳの開発 

多くのຓ機㛵、◊✲機㛵、大Ꮫ、NGO 等の支をཷけて、「♫会的管理事業ィ⏬」が

200� 年に開始された。このプロ࢙ࢪクトを通じて、国Ẹの⚟♴ྥ上を目的に、生態系サ

ービスのᜠᜨを確保するために、さまざまなアクター（組織・セクター）の参加・統合

によって、これまで以上に経済・♫会面に重Ⅼを置いたໟᣓ的な保全アプローࢳを開発

するものである。経済・♫会・生態系のヲ⣽な分ᯒ結果にᇶづき、国内を 1� の♫会生態

的管理ࣘࢽットに分け、ࣘࢽットごとに␗なるレベルで保全と開発を୧立さࡏるィ⏬స

りを᥎㐍するとしている。 

 

国境を㉺えた保護区の設置 

コスタリカは㏆㞄ㅖ国と༠力して、国境を㉺えた保護区の設置と共同管理に積極的に

ྲྀり組ࢇでいる1�。これまでラ・ア࣑スター保護区⩌とラ・ア࣑スター国立公園20（ࢼࣃ

                                                        
1�カラグアとはࢽ  2011 年に国境⣮த問㢟があり、現在も⥭ᙇ㛵ಀが⥆いている。 

 

 
 

⾲㸷 ಖᆅᇦࡿࡅ࠾ 36$ のᑐ㇟ࡓࡗ࡞㠃✚ศᕸ 
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ࢼࣃ）ラᕝὶ域࢜シクサ、（クアドル࢚、コロンビア、࣐ࢼࣃ）ᖏᮾኴᖹὒᾏ域⇕、（࣐

でのྲྀり組みがある。また、中米域内༠力である地域㐃結ᡓ␎プログラムやメソア（࣐

メリカ生物回ᗯ（CoUUedoU BLolygLFo 0eVoDPeULFDno：CB0）の活動にも加わっている。 

 

㸲－㸲 ⏕≀ከᵝᛶಖࡿࡅ࠾ᨻ⟇ࠊ⾜ᨻୖのㄢ㢟 

1）生物多様性に対する⬣ጾ 

コスタリカの生物多様性に対する⬣ጾには、ᐦ⊟（㣗用、ፗᴦ用、࣌ット用等）、ᐦ

⁺、㐪法᧯業（はえ⦖、トロール⯪等）、┐᥀（観㈹植物等）、㐪法ఆ᥇、農地拡大・

ᾐ㣗、ⅆ⅏ながあり、動植物のಶయᩘの減少や生息地の減少・ຎ、分᩿につなが

るおそれがある。これらの⬣ጾを生じさࡏる主な要ᅉとして、以下のⅬが挙げられる21。 

z 人ཱྀቑ加と資源㟂要のቑ大：㒔ᕷ㏆㑹にある保護区に対するᅽ力のቑ大。土地利用

のኚ（森林域）、㒔ᕷ（‵地・ἢᓊ域）、㖔ᒣ開発（᥇㖔、᥇Ἔ、ヨ᥀等）。  

z Ẽೃኚ動：種の地域的絶滅（カ࢚ルな）。 

z 国境⣮த：ࢽ・࣐ࢼࣃカラグア国境の⣮தと法入国。 

z ண⟬減少：政府ண⟬はẚ㍑的Ᏻ定しているが、国立公園ᇶ㔠等のண⟬支出に制約・

上㝈がある。 

z 人ᮦ㊊：人ᩘはẚ㍑的Ᏻ定しているが、SINAC の᪂ࣃラダイム（ఫẸの積極的な

参加をಁす保護区外の業務な）に対ᛂできる人ᮦが㊊する。ຓプロ࢙ࢪクトに

よるቑဨが少なくなる。⫋ဨの年㱋ᒙが 40 ṓから 45 ṓに೫る。 

 

2）政策・行政上のㄢ㢟 

上記の問㢟に対しては、SINAC ᡓ␎ィ⏬の実施を通じて既に対策にྲྀり組ࢇでいる

ものもあるが、それらも含めて、政策・行政上の主なㄢ㢟を以下に挙げる。 

z ᾏὒ・ἢᓊの保護区設置及び管理ᙉ。 

z 生物回ᗯにおける参加ᆺ管理のಁ㐍による生態系の㐃結確保。地域コࢽ࣑ࣗテに

よる自然資源の持⥆的利用と環境㓄៖ᆺ生業・産業のಁ㐍。 

z 参加ᆺ管理プログラムの実施、ࣔ 。タリング等に㛵する手法・組み・య制の確立ࢽ

地᪉自య・地域コࢽ࣑ࣗテによるྲྀり組みのᨵၿ。CO/AC のᙉ。 

z PSA の生物多様性保全に対する㈉⊩度の評価。PSA の対㇟の多様、⏦ㄳ手⥆きの

⡆␎、⏦ㄳ条௳の⦆和。 

z 大ᆺ開発事業に対するໟᣓ的アプローࢳによる᳨ウ・提ゝと環境♫会㓄៖の実。 

z 国立公園と生物保護区の土地㉎入（୧カテࢦリーの保護区面積の 11％が⚾有地）。 

z 生物多様性保全に㛵する◊✲᥎㐍と▱㆑管理のᨵၿ。 

z SINAC ⫋ဨのቑဨと◊ಟのᨵၿ（≉に参加ᆺ管理の実施に要する♫会的ഃ面に㛵す

                                                                                                                                                                   
20 生物ᅪ保存地域（1��2 年）、国際ᖹ和公園（1��� 年）、世界自然㑇産（1��3 年Ⓩ㘓�1��0 年拡大）にも指定・Ⓩ㘓され

ている。 
21 IUCN （2010） EVWDdo de lD GeVWLon CoPSDUWLdD de AUeDV PUoWegLdDV en CoVWD RLFD� 
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る▱㆑・ᢏ⾡）。 

z 生物多様性保全に要する持⥆的な資㔠源の確保と᪂つ開ᣅ。保護区のブランドに

よるコンセッシࣙン収入ቑ加のྍ能性᳨ウ。 

z CONAGEBIO のᙺ割再評価と機能ᙉ。 

z 中米ㅖ国との༠力・༠調を通じた中米域内の生物多様性保全≧ἣのᨵၿ。 
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第㸳章 コスタリカにおける保護区管理政策の概要 

 

㸳－１ ಖㆤ༊⟶⌮యไ 

1）コスタリカの保護区管理カテࢦリー 

コスタリカでは法制度により保護区管理のための � つのカテࢦリー（下記）が設けら

れており22、生物多様性法第 3 条で定める、0INAE7 ┘╩下の⊂立機㛵である SINAC が

その௵にあたっている。 

 国立公園（PDUTXeV NDFLonDleV） 

 生物保護区（ReVeUYDV BLolygLFDV） 

 森林保護区（ReVeUYDV FoUeVWDleV） 

 保護ࢰーン（=onDV PUoWeFWoUDV） 

 国立野生生物保護区（ReIXgLoV NDFLonDleV de 9LdD SLlYeVWUe） 

9 国有保護区（ReIXgLoV de SUoSLedDd eVWDWDl） 

9 Ẹ有保護区（ReIXgLoV de SUoSLedDd SULYDdD） 

9 ΰ合保護区（ReIXgLoV de SUoSLedDd PL[WD） 

 ‵地（+XPedDleV） 

 ኳ然記ᛕ物（0onXPenWoV NDWXUDleV） 

 ᾏὒ保護区（ReVeUYDV 0DULnDV） 

 管理ᾏ域（ÈUeDV 0DULnDV de 0DneMo） 

表１㸮にあるようにこれらの保護区は、陸域で国土の 2��2�％、ἢᓊ部の 1��1�％を占

める。的経済水域（カリブᾏ域の 25�0�0�3� とኴᖹὒᾏ域の 551��01�12 を合わࡏ

て 5�����1�4� ）と大陸部を加えると、コスタリカの保護区面積は全యの 3�21％となる。 

 

                                                        
22上記のカテࢦリー以外にも、ཝṇ自然保護区（ReVeUYD NDWXUDl AEVolXWD）、国家記ᛕ物（0onXPenWo NDFLonDl）という名

がついている保護区がある。 
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⾲１㸮 ⟶⌮ู࣮ࣜࢦࢸ࢝のಖㆤ༊㸦㝣及びἢᓊ࣭ᾏὒ㸧のᩘ㠃✚ 

管理カテࢦリー 保護区 

のᩘ 

陸域保護区 

面積（KD） 

陸域面積ẚ

（％） 

ᾏ域保護区

（KD） 

㡿ᾏ

（30�30�

）ẚ（％） 

総面積（KD）

国立公園 2�（�） �2��435 12�32 4���212 15��4 1�10���4�

生物保護区 �（5）  21��3� 0�42 5�202 0�1� 2���3�

野生生物保護区 �5（�）  23��5�� 4��5 54�424 1��� 2�2�011

保護ࢰーン 31    15���1� 3�0� 0 0�00 15���1�

森林保護区 �    21��2�2 4�23 0 0�00 21��2�2

‵地 

（含む࣐ングロ

ーブ） 

13（1）  ���254 1�3� 1�3�0 0�04 �0��24

その 5    25�144 0�4� 1��25 0�05 2�����

合ィ 1��（21）  1�35��2�5 2��5� 53���33 1���� 1�����0��

（ ）内ᩘᏐはἢᓊ・ᾏ域の保護区ᩘ、ཝṇ自然保護区、ኳ然記ᛕ物、国立ࣔࣗࢽメント等。 

出：G�-LPpne] （2010） 0INAE�SINAC�GeUenFLD de PlDnLILFDFLyn� 

 

現在、SINAC は、ྛ種管理カテࢦリー（国立公園、生物保護区、野生生物保護区、保

護ࢰーン、ኳ然記ᛕ物、森林保護区）の下で 1�� カ所の保護区（陸域およびᾏὒ）を

11 の AC（AUenDl +XeWDU�NoUWe� AUenDl 7ePSLVTXe� APLVWDd CDULEe� APLVWDd PDFtILFo� CoUdLlleUD 

9olFinLFD CenWUDl� GXDnDFDVWe� IVlD del CoFo� OVD� PDFtILFo CenWUDl� 7ePSLVTXe� 7oUWXgXeU のྛ

AC）（ᅗ㸲参↷）に㓄置している。

－ 2� －



 
 

 
 

 

 

ᅗ㸲 ࢝ࣜࢱࢫࢥの $& 

 

また、コスタリカには、現在、ラムサール条約Ⓩ㘓‵地が 11 カ所、世界自然㑇産が 3

カ所、ࣘࢿスコの生物ᅪ保存地域（（BLoVSKeUe UeVeUYe：BR）が 3 カ所ある23。200� 年にࣔ

ンテベルࢹ地域から部国境地域一ᖏにかけて指定された ReVeUYD de BLoVIeUD ATXD \ PD]

の中᰾部分には、9olFin 7enoULo、AUenDl、AgXD -XDn CDVWUo BlDnFo の 3 つの国立公園、/DgXnD 

/DV CDPelLDV（国有）、CDxo NegUo（ΰ合）、0DTXenTXe（ΰ合）の 3 つの野生生物㑊㞴区、

0LUDYDlleV と AUenDl�0onWeYeUde の 2 つの保護ࢰーンが含まれている。 

 

 

                                                        
23 KWWS���www�XneVFo�oUg�PDEdE�EU�EUdLU�dLUeFWoU\�UeVFoXnW�DVS 
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㸳－㸰 ಖㆤ༊⟶⌮ࡿࡅ࠾ᕷẸཧຍ 

環境ᇶ本法及び生物多様性法では、国Ẹによる積極的・組織的な環境保全への参加を国

と地᪉自యがಁ㐍することが定められている。SINAC は保護区管理におけるᕷẸ♫会の

ຠ果的参加をಁすために、保護区共同管理政策24を 200� 年に策定した。共同管理（SKDUed 

0DnDgePenW） のコンセプト、地域ステークホルダー管理ጤဨ会、共同管理の合ព、管理ィ

⏬のస成、ࣔࢽタリングの実施な、� ཎ๎を挙げている。共同管理のᙧ態には、地域コ࣑

、との༠ാ管理（Fo�PDnDgePenW）や◊✲機㛵との共同㐠Ⴀ（Fo�DdPLnLVWUDWLon）なテࢽࣗ

いくつかある。コスタリカの共同管理は、1��3 年に AlEeUWo 0DnXel BUeneV 生物保護区で始

まったとされ、これまで共同管理の実⦼がある保護区は 10 カ所（保護ࢰーン 4、野生生物

保護区 3、国立公園 2、生物保護区 1）とሗ࿌されている 。 

᭱㏆では、国立野生生物保護区（ReIXgLo NDFLonDl de 9LdD SLlYeVWUe）の地᪉ጤဨ会（FoPLWp 

loFDl もしくは FoPLWp ]onDl）や保護ࢰーン（]onD SUoWeFWoUD）の水系ጤဨ会（FoPLWp de FXenFD）

のようなさまざまな管理カテࢦリーでᕷẸ参加ᆺもしくは༠ാ管理事例が生まれている。

しかしながら、これらのྲྀり組みの大半は行政ഃがಁ㐍してきたというよりは、地域ఫẸ

主ᑟで行われ、行政ഃとしては、地域からの♫会的なᅽ力に対する対ᛂ策として行ってき

た部分もある。 

SINAC が、現在、行うき業務の 1 つは、これまでの経㦂すてを᳨ドし、現ἣで行え

ること、ᨵၿがᚲ要なことを整理し、᭱⤊的なᙧが実行されるまでに、༠ാ管理のᙧをᬻ

に調整さࡏていくことであࢁう。 

 

                                                        
24 PoltWLFD de 0DneMo CoPSDUWLdo de lDV ÈUeDV PUoWegLdDV de CoVWD RLFD 
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なお、コスタリカには先に♧した国が設置した 1�� の保護区以外に、Ẹ㛫の管理する⚾

設保護区（その多くは◊✲者が῝く㛵与している）が 200 カ所（� 万 KD）以上あるといわれ

ている25（2012 年 12 ᭶）。1��5 年にᙜのࡰすての⚾設保護区が参加して全国ࢿット

࣡ーク（Red CoVWDUULFenVe de ReVeUYDV NDWXUDleV）が結成され、国による生物多様性保全に寄

与するとともに、◊✲・ᩍ⫱・観光にも大きく㈉⊩している。生物多様性を対㇟とした観

光開発は、政府よりẸ㛫の᪉が主ᑟしており、同国の࢚コツーリࢬムの発展に寄与してい

る（代表的な例として、この国の࢚コツーリࢬムのメッカとなっているࣔンテベルࢹ㞼㟝

林生物保護区は◊✲者と地元ఫẸからなる㈈ᅋが㐠Ⴀしている）。 

また、国立野生生物保護区のうち、Ẹ有保護区に㛵しては、国が保護区の認定は行うも

のの、その管理㈐௵は土地の所有者にあり、管理の実態は⚾設保護区と同じといえる。 

 

㸳－㸱 ಖㆤ༊⟶⌮のࡵࡓのయไ 

国が設置した 1�� のಶࠎの保護区の管理は、ཎ๎として国家保全地域ᗇの 11 の AC 事務

所がその㈐௵を持つ。一般的に、ྛ AC 事務所は、保護区管理部局を設け、そこを中ᚰとし

て保護区管理の業務（㐪法行Ⅽのྲྀり締まり、コࢽ࣑ࣗテ管理、環境ᩍ⫱、ᬑ及ၨ発、

調査・ࣔࢽタリング、観光な）を実施・┘╩する。しかし、ྛ AC 事務所の組織య制はᚲ

しも同じでない。ᅗ㸳にいくつかのࡎ AC 事務所を例♧した。大つᶍあるいは㐲㝸地にある

保護区の場合には、ྛ 保護区に事務所が設置され、そこから管理に要する活動を実施する。 

 
                                                        
25 KWWS���UeVeUYDVSULYDdDVFU�oUg�YeU3�Lnde[�SKS"[ � 

⾲１１ ಖᆅᇦ及び⮬↛ಖㆤ༊ูඹྠ⟶⌮の 
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ᅗ㸳 $& ົᡤの⤌⧊యไ 

 

また、本プロ࢙ࢪクトの現地活動のカ࢘ンターࣃートである AC7o 事務所を例にとると、

事務所㛗下に総務部（වィ⏬部）、森林資源管理部、保護区管理部の 3 部がある。保護区管

理部には国有自然㑇産管理ㄢ、トルトࢤーロ国立公園管理ㄢ、REBACO 管理ㄢがある。

REBACO 管理ㄢには㐪法行Ⅽྲྀり締まり、コࢽ࣑ࣗテ管理、環境ᩍ⫱、観光の 4 プログ

ラムがある。 

また、1�� ある保護区レベルでの⫋ဨᩘをぢると、⫋ဨが㓄置されているのは �0 保護区

（3�％）のみである。国立公園ࡔけでみると 100％と高いが、国立野生生物保護区では 21％

とపい2�。これは、㝈定されたண⟬条௳下で、管理カテࢦリーで国立公園な人㛫活動が極

めて㝈定された保護区をඃ先ࡏざるをえない現≧を物ㄒっている。 

 

 
                                                        
2� SINAC�0INAE7 （2010） InIoUPe NDFLonDl SoEUe el SLVWePD de AUeDV SLlYeVWUeV PUoWegLdDV de CoVWD RLFD� PeULodo 200��200�� 
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㸳－㸲 ⟶⌮ィ⏬ 

保護区管理ィ⏬のస成は、保護区のィ⏬ツール・管理指㔪として、生物多様性法でつ定

されている。SINAC は 2004 年に「保護区管理ィ⏬のస成・実施࢞イドライン」をస成して

おり、ࣔࢽタリング・評価も含めてィ⏬のア࢘トラインをつ定した。㛵ᚰのあるステーク

ホルダーはィ⏬స成プロセスに参加でき、活動等について提ゝできる。現在、SINAC がᨵ

ゞ∧のస成にྥけて᳨ウ・స業中である。また、200� 年には㛵㐃する手⥆きࣗࢽ࣐アルを

స成している。 

2010 年Ⅼで、1�� ある保護区のうち �� 保護区（52％）で管理ィ⏬をస成済みである2�。

≉に国立公園と野生生物保護区では、それࡒれ �5％、�1％とస成済みのẚ率は高い2�。 

                                                        
2� 同上。 
2� REBACO の管理ィ⏬は 200� 年にస成、2010 年 10 ᭶に SINAC�0INAE7 によりᢎ認、2012 年にᐁሗに公♧された（公

ᘧᢎ認）。201� 年 2 ᭶まで � 年㛫有ຠ。 
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⾲１㸰 ಖㆤ༊㛵ࡿࡍᴗィ⏬の㠃ⓗ࡞ᐇのࡵࡓのඃඛⓗ࡞άື 

出所：SINAC ᡓ␎ 2010�2015 

 
 

㸳－㸳 5(%$&2 ᴫ要 

（1）自然環境 

REBACO は、コスタリカ国ᮾ部に位置し、面積は � 万 1�1��KD である。ഃは国境

地域回ᗯ野生生物保護区をᣳࢇでࢽカラグア国境に㏆᥋しており、ᮾഃはカリブᾏに面

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᅗ㸴 5(%$&2 の⨨ 

 

保護区は 1��5 年 � ᭶に 0AG ௧ No���3��-MA* によって設立された。その後、2004 年
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5 ᭶の環境ࢿ࢚ルࢠー┬௧ No�3���4-MINAE により、境界がኚ᭦された。保護区のカテࢦ

リーとしては、国立野生生物保護区のうち、国有地とẸ有地がΰ在するΰ合保護区にᒓ

する。 

設立の政௧によると、この地域が保護区として指定された理⏤として、水㫽の生息地

として重要な‵地があること、絶滅の危機にℜした野生動植物が生息していること、多

くの土地がἾ地であり農業生産性がపく、㏫に観光地としてのポテンシࣕルが高いこ

とが挙げられている。 

保護区内には、ࢽカラグア†からὶれ出るサン・ࣇアンᕝの分ὶであるコロラドᕝが

ὶれており、また、ᾏᓊ⥺୪行するᙧで水㊰やラグーンがᙧసられ、それによって内陸

ᓥがᙧసられている。ᶆ高は᭱高地Ⅼで 21�P と、大部分がప地である。 

REBACO が位置するカリブᾏഃの地域には、はっきりとしたᮇがなく、㏆㞄地域の

㝆㞵ࢹータから、年㛫の㝆水㔞は 5�000PP 以上あると᥎ されている。また、ᖹᆒẼ 

は 2� 度、ᖹᆒ‵度も ��％というࢹータもあり、⇕ᖏの‵度の高いప地≉有の性㉁を♧し

ている。 

生態系の分け᪉にはいくつかの᪉法が⪃えられるが、BolDxoV ら（1��� 年）の区分によ

れば、ࣂラ・ࢹル・コロラド野生生物は、⇕ᖏ多‵林（BoVTXe PX\ +~Pedo 7UoSLFDl）が

���2％、ṧりの 2�3％がᒣ㯄部⛣行ᖏளᒣ㛫地㞵林（BoVTXe PlXYLDl PUePonWDno WUDnVFLyn D 

EDVDl）と、2 つに分けられている。 

また、2003 年の⾨ᫍ⏬ീを使ってస成された植生被覆ᅗをぢると、保護区のすഃにẚ

㍑的自然の植生がṧっており、ᮾഃの内陸部には、⪔స地や〄地、∾ⲡ地とみられるⲡ

地がᗈがっているが、内陸部での農∾␆業開発がẚ㍑的㐍ࢇでいることがᐹࡏられる。

実際に現場を訪れても、内陸部ഃには∾ⲡ地がᗈがっている様Ꮚがうかがえる。 
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ᅗ㸵 ᳜⏕⿕そᅗ 

 

保護区内の自然植生に㛵して、ヲしい◊✲はないが、一ぢしたとこࢁḟの � タイプに

分けられている。 

 ココࣖシ（&ocoV QuciIerD）にඃ占されるᾏᓊ林 

 ୣ の上にぢられる高ᮌ森林 

 ᾐ水林2� 

 ࣙࢪリࣕࢪル30 

 Ἶⲡ地31 

 ᾋ㐟植物⩌ⴠ32 

 

保護区内ではこれまでに ��� 種の植物がぢつかっており、そのうち 3� 種がコスタリカ

の固有種である。また、少なくとも 51 種㢮の植物がၟ業的利用をされており、そのどⅬ

からは、REBACO は、㑇ఏ資源の重要な㈓ⶶᗜと位置づけることができる。 

動物┦に㛵しては、㨶㢮 �0 種、୧生㢮 54 種、∐㢮 110 種、㫽㢮 404 種、့ங㢮 14�

                                                        
2� ඃ占種としてFDWLYo （3rioriD coSDiIerD）� lD FeLED （&eiED SeQtDQGrD）� el gDYLlin （3eQtDcOetKrD PDcroOoED）� lD FDoELllD 
（&DrDSD JuiDQeQViV）� el SoSonMoFKe （3DcKirD DTuDticD）なが挙げられる。 

30 <olLllo （（5DSKiD tDeGiJerD）とばれるࣖシがඃ占種の森林 
31 gDPDloWe （3DVSDOuP VS�）�とばれるᾋ㐟性ⲡ本がඃ占種のⲡཎ。 
32 ホテイア࢜イにఝた lD FKoUeMD （EicKKorQiD crDVViSeV）という種が代表的な、水生植物⩌ⴠ。 
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種（うちコࣔ࢘リ㢮 �5 種）の生息が確認、もしくはᮇᚅされている。このᩘᏐは、コス

タリカ全యにいるこれらの種の 4��5％（㨶㢮を㝖く。㨶㢮は 52％）を占めている。また、

この中には㫽㢮 40 種、့ ங㢮 24 種が、IUCN のレッドリスト、࣡ シントン条約のᒓ᭩、

また、国内におけるレッドリストに記㍕されている種がいるな、野生動物保全のうえ

からも重要な地域であるとゝえる。 

 

（2）♫会環境 

管理ィ⏬によると保護区内には、� カ所の主要なコࢽ࣑ࣗテについての記㍕があるが、

実際には、1 つのコࢽ࣑ࣗテとして記㍕されているものが」ᩘのコࢽ࣑ࣗテもしくは

地名として認㆑されている場合もある。また、管理ィ⏬に♧されている � コࢽ࣑ࣗテ

のうち、実際には、4 コࢽ࣑ࣗテが国境回ᗯ野生生物保護区内に位置している。同ィ⏬

᭩によると、� コ࣑ࣗテの人ཱྀは 2�34� 人（2005 年）とされている。 

 

⾲１㸱 ಖㆤ༊ෆのࢸࢽ࣑ࣗࢥ 

管理ィ⏬に出てくるコࢽ࣑ࣗテ 現場で確認されている地名 

/D AldeD AFKLoWe�  

/D AldeD� 

CDxo SDn /XLV�  

CKLPXUULD� 

CKLUULSoFLWo� 

GDVSDU� 

/DgXnLllD�  

/D /XFKD （PXeElo NXeYo）� 

0LUDdoU （一般的ではない） 

FiWLPD FiWLPD 

SDn AnWonLo SDn AnWonLo 

DelWD DelWD 

El -oEo El -oEo 

SDUdLnD SDUdLnD 

CoFoUt CoFoUt 

/LndD 9LVWD /LndD 9LVWD 

 PXeUWo /Lndo 

 IVlD BUDYD 

BDUUD del ColoUDdo BDUUD del ColoUDdo NoUWe 

BDUUD del ColoUDdo SXU 

は国境回ᗯ野生生物保護区内。  
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保護区は +eUedLD ┴ SDUDSLTXt ᕷと /LPon ┴ PoFoFt ᕷにまたがる33。また、ᕷ（PXnLFLSLo）

の下の行政区⏬は dLVWULWo となっているが保護区内には㸲つの dLVWULWo があり、そのうち、

DLVWULWo de ColoUDdoとDLVWULWo de /lDnXUD de GDVSDUは国内でも開発指ᩘのపいとこࢁとされ

ている。 

 

（3）REBACO 管理య制 

REBACO は AC7o 内にあり、その管理は AC7o に௵されている。AC7o の中でも、保護

区管理部（GeUenFLD de ÈUeDV SLlYeVWUeV PUoWegLdDV）にࣂラ・ࢹル・コロラド野生生物管理ㄢ

があり、管理ㄢ㛗（DdPLnLVWUDdoU）を含め � 名の⫋ဨが所ᒓしている34。 

の保護区同様、ࣂラ・ࢹル・コロラド野生生物の管理も管理ィ⏬にᇶづいて行われてい

る。現在の管理ィ⏬は 2012 年 3 ᭶に公ᘧᢎ認（ᐁሗ gD]eWWed）、201� 年 2 ᭶まで（� 年㛫）

有ຠであり、本調査実施Ⅼで、「策定されてから 3 年がたつので、来年（2013 年）から

ᨵゞ∧の策定స業にかかりたい。そのためにはࢹータ収㞟がᚲ要である」というのが、

管理ㄢの認㆑である。 

管理ィ⏬᭩によると、ㄢの中には、5 つのプログラムが設置されている。ྛプログラム

名称と � 名の⫋ဨの㓄置は表１㸲のとおりである。 

 

⾲１㸲 5(%$&2  ேဨᩘ࣒ࣛࢢࣟࣉ⌮⟶

プログラム名 人ᩘ 

管理・実施プログラム 

（AdPLnLVWUDFLyn \ OSeUDFLoneV） 
2 

コントロール・ࣃトロールプログラム

（ConWUol \ 9LgLlDnFLD） 

3 

（定ဨは4） 

自然資源管理プログラム 

（0DneMo de ReFXUVoV NDWXUDleV） 

3 

（コントロール・ࣃトロール

プログラムと同じ人ဨ） 

コࢽ࣑ࣗテ管理プログラム 

（GeVWLyn CoPXnLWDULD） 
2 

環境ᩍ⫱・公共利用プログラム 

（EdXFDFLyn APELenWDl \ UVo P~ElLFo） 
2 

 

 

                                                        
33 AldeD ᮧのఫẸからの⪺きྲྀりによると、ᕷ境はこのᮧ㏆㎶にあるが、ఫẸもᕷᙺ所もはっきりとしたᕷ境が分かっ

ていないとのことであった。 
34 定ဨは 10 名であるが、調査には 1 名のḞဨが出ていた。 
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㸳－㸴 5(%$&2  のಖㆤ༊⟶⌮ୖのㄢ㢟࢝ࣜࢱࢫࢥࠊࡓࡵྵࢆ

REBACO の≧ἣを㋃まえ、本調査で᫂らかになった、主に地域制を定した保護区管理

上のㄢ㢟を以下に㏙る。 

�1� 地域制保護区の管理 

保護区の管理は、その国のṔྐ的、♫会・経済的、政的なᙳ㡪を大きくཷけるため

に、世界ྛ地で、その国の≧ἣにᛂじた⊂自の管理㐠Ⴀが行われてきている。 

保護区のタイプを大きく分けると、管理者（多くの場合は国やᕞ、┴、ᕷな）が保

護区内すての土地の所有権を持ち、保護の目的ࡔけに利用できる米国の「Ⴀ㐀物タイ

プ」の保護区と、保護区にẸ有地を含み、農林水産業や観光業な、土地が多目的に利

用されている᪥本やⱥ国なで適用されてきた「地域制タイプ」の保護区（以下、「地域

制保護区」）の 2 種㢮がある。この地域制保護区制度は、≉に先ఫẸ、法占ᣐఫẸ、㈋

ᅔ農Ẹなをᢪえる開発㏵上国の自然環境保全に、ຠ果的であるとの国際的な評価が定

╔している。 

回のプロ࢙ࢪクトの対㇟地の 1 つである REBACO には、保護区設立以๓より入植し

た農Ẹが生活していることから、地域制保護区の管理制度がᑟ入されるものである。地

域制保護区の管理を成立さࡏるためには、保護区管理主య機㛵のみならࡎ、国、地᪉自

య、農林水産業者、観光業者なの利ᐖ㛵ಀ者が、おいに参加・༠ാして管理する

ことがᚲ要とされる。 

コスタリカにおいては、現ἣの保護区法௧が、ཎ๎的にはႠ㐀物タイプの保護区をࣔ

ルとしていることがうかがえ、地域制保護区の管理の現場では、法௧のཝ᱁なᇳ行がࢹ

ᅔ㞴な場面がぢཷけられる。そのために、地域制保護区の現ἣを⪃៖した法ᨵṇ等を含

めた制度の整ഛがᚲ要である。また、制度の整ഛと୪行し、地域ఫẸの理ゎを得てఫẸ

参加ᆺの保護区の管理手法をᑟ入し、豊かな生物多様性を保全するために現場でᚲ要と

されるᢏ⾡のᬑ及が重要である。 

以下、≉に重要とᛮわれるⅬを㏙る。 

 

�2� 自然資源の利用チྍと土地所有権 

人㛫のᒃఫや生産活動が認められる地域制保護区には、保護区が設置される๓からఫ

Ẹがఫࢇでいる場合がとࢇである。コスタリカの保護政策では、そのような保護区

においても、自分の土地に生えているᶞᮌをఆ᥇するような場合、SINAC のチྍを得な

ければならない。このような、あまりにཝしいつ制は、ఫẸの保全に対する理ゎや支

ពḧを下げることにつながる。一᪉で、利用チྍのྍྰはྛ保護区の管理ィ⏬にᚑうと

し、行政ഃ・ఫẸഃの᪉にとって᫂░な≧ἣとなっている。地域性保護区の管理に

ఫẸの理ゎと༠力を得るためには、持⥆的利用ࢰーン内で適切な資源利用を通したఫẸ

の生活⥔持・ᨵၿに努めることがㄢ㢟であり、チྍ行Ⅽの᫂確、つ制の合理的⦆和、

手⥆きの⡆␎がᚲ要である。SINAC もそのⅬを認㆑しており、現在、法௧のᨵṇを᳨
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ウ・‽ഛしているẁ㝵である。 

また、ఫẸの中には⥅⥆的にᒃఫ、土地の利用をしているが、土地Ⓩ記手⥆きをして

いないため、ṇᘧな土地所有権を持たない人達も多い。そのような土地は、現在の法௧

上は、国有地とみなされるため、ཝᐦに法௧をᇳ行した場合、ᙉ制㏥ཤが実施されるこ

とになる。ṇᘧな土地所有権を持たないすてのఫẸをᙉ制᧔ཤするということは、人

権上の問㢟もあり、行政ഃもᮃࢇでいることではない。そのため、土地Ⓩ記手⥆きを㐍

める努力をするとともに、法ᨵṇをもど野に入れたఱらかのᇶ‽や制度をసり、⥅⥆し

てᒃఫしているఫẸの権利がᐖされないよう、現在の≧ἣが㐪法な≧態とならない≧

ἣをసることがồめられている。 

 

�3� 環境保全ᆺ生業・産業の⯆とᬑ及 

地域制保護区の管理を㐍めていくうえで、保護区内及び࿘㎶のコࢽ࣑ࣗテの生業や

産業によって生じる自然環境へのᝏᙳ㡪をప減さࡏることは重要である。生業の㌿に

は大きなリスクをకうためᐜ᫆なことではないが、生ィᨵၿや生活ྥ上に結びつき、⥅

⥆できることが 1 つのインセンテブになると⪃えられる。 

REBACO（アルࢹアᮧ）の場合は、␆産業（∾␆）から」合ᆺ農業への⛣行が本ࢣー

スにあたる。そのためには、⥅⥆的なᢏ⾡指ᑟによる生産性のྥ上はもとより、環境㓄

៖ᆺ農産物としてのᕪูをᅗり、㈍力を高めるᚲ要があり、農家の組織、農産物

のブランド、࣐ーࢣットの開ᣅが後のㄢ㢟となる。また、」合ᆺ農業への㌿が自

然保護区の環境保全に༑分有ຠであるためには、ࣔࢹル地区ࡔけでなくᮧⴠでもᬑ及

することがᚲ㡲であるが、そのためには環境㓄៖ᆺ農業のඃⰋ事例を㞟積して、いくつ

かのࣔࢹルを確立することが有ຠである。同様に、林業、⁺業、観光業（࢚コツーリࢬ

ム、グリーンツーリࢬムな）なについても、自然資源利用に㛵する環境㓄៖ᆺࣔࢹ

ルをそれࡒれの保護区で開発することがồめられる。 

一᪉、保護区内にある大つᶍ農家では、ࣃ、ࢼࢼࣂイࢼップル、コメ等の㔠స物を

生産している。これらの農家の中には、大㔞の農⸆やᏛ⫧ᩱ等を使い、土ተ・水㉁ở

ᰁ、動物・㨶㢮の減少、人㛫のᗣ被ᐖな、῝้な環境・生యへのᙳ㡪を与えている

ྍ能性があると、行政ഃからはᠱᛕが上がっている。さらに、同じᮧⴠ内あるいは㏆㞄

ᮧⴠで環境㈇Ⲵの高い農業ᙧ態をチᐜ・ᨺ置することは、」合ᆺ農業を実施している農

家に‶を生じさࡏるばかりか、環境㓄៖ᆺ農産物を産する保護区としての将来的なブ

ランド価್をప下さࡏることにつながりかࡡない。そのため、大つᶍ農家に対しては、

環境㈇Ⲵの少ない農業生産ᢏ⾡35について、その環境保全上のព⩏と㛗所・▷所を▱って

もらい、ᑟ入に対する㈶同者・༠力者をቑやすことがㄢ㢟といえる。 

 

                                                        
35 CONARRO= によると、✄␒✑の利用、ὸ⁁保水による 7IPAS システム、࣐メ⛉植物の⥳⫧ながある。 
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�4� 保護区境界とࢰーࢽング 

コスタリカにおいて保護区と保護区の境界には多くの場合、自然地ᙧや構㐀物（Ἑᕝ、

㐠Ἑ、㐨㊰等）が使われているが、᫂確に境界が認▱できるものは全境界の 40％以下と

᥎ されている3�。保護区境界を᫂確にすることは、森林ఆ᥇、土地ᨵኚ等の㐪法行Ⅽを

ண㜵しྲྀり締まるな、保護区管理のうえでྍḞであるため、境界の確認・整ഛをఫ

Ẹ参加ᆺで㐍めることがồめられる。 

また、保護区内のࢰーࢽングも既存の地ᙧᅗを参⪃にして行ったものが多いが、その

地ᙧᅗの中には、ሗが᭦᪂されていないものが多い。したがって、地ᅗ上で行われた

ࢰ現地で、ࡎングは、土地利用の実態や地ᙧ・植生の現≧をṇ確にᫎしておらࢽーࢰ

ーン境界を認▱することは㠀ᖖにᅔ㞴である。また、地域制保護区では、ࢰーンによっ

てఫẸのᒃఫ・生産活動、自然資源の᥇ྲྀなのつ制が␗なるため、適切なࢰーࢽング

と現地におけるࢰーンの境界の᫂♧は㐪法行Ⅽのᢚ制・ྲྀり締まり、自然資源の持⥆

的利用とఫẸの生ィྥ上、保護区に対する理ゎ・支を得る上で極めて重要である。そ

のため、地ᙧ、土ተ、植生、野生動物分ᕸ等の生態Ꮫ的要素に、現在の土地利用、ᮧⴠ

分ᕸ、㌵㎚発生等の♫会Ꮫ的要素を加えて、᪂たにࢰーࢽングを行うことがᚲ要である。

このస業は保護区管理ィ⏬᭩のᨵゞにあわࡏて行い、ྛࢰーンの利用制㝈等についても

再᳨ウすることがᮃましい。その際にも、保護区内のఫẸに参加してもらい、現地確認

を共同でしながらస業を㐍めることが大切である。 

 

�5� ⫋ဨのቑᙉと事務所のቑ設 

保護区管理をᢸう⫋ဨの㊊は SINAC 全యの問㢟である。REBACO の場合、現在の⫋

ဨᩘは � 名のみで、㐪法行Ⅽのྲྀり締まりを行うレンࣕࢪーは㈐௵者を合わࡏて 4 名し

かいない。主たる㐪法行Ⅽは、ఫẸによる生活・生業用のᶞᮌఆ᥇のため、生態系に῝

้なᙳ㡪を及ࡰすには至っていないとᛮわれるものの、組織的なၟ業ఆ᥇や㐪法᧯業が

᳨挙されることもある。アクセスのᅔ㞴な‵地ᖏと⁺業が行われているἢᓊ部を含む

�12NP2 の土地を、わࡎか 4 人でຠ果的に┘どするのは極めてᅔ㞴とゝえる。そのの業

務（コࢽ࣑ࣗテ管理、環境ᩍ⫱、観光）においても、ྛᢸᙜ者には部下がいないため、

1 人でィ⏬から調整・実施・ሗ࿌までしなくてはならࡎ、保護区全యを活動対㇟にするこ

とができない≧ἣにある。加えて、地域制保護区の参加ᆺ保全を実施するうえでᚲ要な

♫会的ഃ面に㛵する▱㆑・ᢏ⾡（コࢣࢽ࣑ࣗーシࣙン、ࣇシリテーシࣙン、プログラ

ムస成、ࣔࢽタリング、⣮தゎỴ、地域の♫会・経済・ᩥ等）を有する人ᮦが、以๓

にもቑしてᚲ要となっている。⫋ဨᩘのቑ加と能力ᙉは、コスタリカの保護区管理に

おいてᛴ務とゝえる。 

さらに、REBACO の場合、ἢᓊ部に事務所が 1 つあるものの、ఫẸ参加ᆺの管理が≉

                                                        
3� SINAC�0INAE7 （2010） InIoUPe NDFLonDl SoEUe el SLVWePD de AUeDV SLlYeVWUeV PUoWegLdDV de CoVWD RLFD� PeULodo 200��200�� 
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にồめられるす部の農ᮧ部にはなく、公園内における SINAC のプレࢮンスが少ないとゝ

える。管理上の問㢟に素᪩く対ᛂし、ఫẸと᪥ᖖ的なコࢣࢽ࣑ࣗーシࣙンを通じてಙ㢗

㛵ಀを構⠏・⥔持するためには、ᡓ␎的などⅬから」ᩘの事務所のቑ設するᚲ要があり、

≉にアルࢹア地区のᣐⅬの設置はᛴ務であるといえる。 
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第㸴章 コスタリカ及び中米における生物多様性保全分野のຓ概ἣ 

コスタリカの自然環境や生物多様性保全に対する支は、㛗年にわたり米国を中ᚰとす

る多くのຓ機㛵によって行われてきた。その結果、世界的にも評価の高い生物多様性保

全に㛵するシステムがᑟ入され、保全≧ἣが㢧ⴭにᨵၿされたこと、また同国が中㐍国と

いう位置づけとなったこともあり、2000 年代に入るとຓ額・௳ᩘとも大ᖜに減少した。

しかし、ᙜヱ分野においてຓ機㛵の果たすᙺ割は౫然として㠀ᖖに大きい。 

米国のかには、SINACに対しては、IDBが4௳、国㐃開発ィ⏬（UnLWed NDWLonV DeYeloSPenW 

PUogUDPPe：UNDP）が 3 ௳、ドイツ㐃㑥政府環境・自然保護・ཎᏊ⅔Ᏻ全┬（UnLWed NDWLonV 

DeYeloSPenW PUogUDPPe：B0U）、ドイツ国際༠力公♫（DeXWVFKe GeVellVFKDIW IXU InWeUnDWLonDle 

=XVDPPenDUEeLW：GI=）、ス࣌イン国際༠力開発機構（AgenFLD EVSDxolD de CooSeUDFLyn：AECID）、

ス࣌イン・コスタリカ自然保護മ務ス࣡ップ、国㐃ᩍ⫱⛉Ꮫᩥ機㛵（UnLWed NDWLonV 

EdXFDWLonDl� SFLenWLILF Dnd CXlWXUDl OUgDnL]DWLon：UNESCO）、0IDEP/AN がྛ 1 ௳、ィ 13 ௳

のプロ࢙ࢪクトを支しており、ຓ総額は約 4�250 万米ドルである3�。このうち、IDB と

UNDP は 5 ௳のプロ࢙ࢪクトで GEF の資㔠を活用している。また、ィ⏬中のプロ࢙ࢪクト

には、GI= が 2 ௳、IDB、国㐃㣗⣊農業機㛵（Food Dnd AgULFXlWXUe OUgDnL]DWLon：FAO）、-ICA

（本プロ࢙ࢪクト）がྛ 1 ௳、ィ 5 ௳ある。 

実施中・ィ⏬中のプロ࢙ࢪクト 1� ௳を対㇟ูでみると、ᾏὒ保全が 4 ௳、土地管理ィ⏬

（‵地、ὶ域、保護区等）が 4 ௳と᭱も多く、Ẽೃኚ動対策（森林保全を含む）が 3 ௳、

陸域の生態系サービス保全が 3 ムがࢬコツーリ࢚、௳ 2 ௳、そのが 2 ௳と⥆く。 

これらのプロ࢙ࢪクトのうち、半ᩘが参加ᆺ生物多様性保全の要素を含ࢇでいる

か、B0U のように、プロ࢙ࢪクト結果を中米ㅖ国と共有するண定のものもある。そのため、

Knowledge のయ系にあたっては、これらのプロ࢙ࢪクトの成果を共有・活用できるような

༠力・㐃ᦠ᪉法を᳨ウするᚲ要がある。≉に本プロ࢙ࢪクトと㛵㐃があり、㐃ᦠのྍ能性

を᳨ウするᚲ要があると⪃えられるプロ࢙ࢪクトには、AECID による「プ࢚ルト・リンド

ᮧにおける農ᮧ・࢚コツーリࢬムの開発と生ィᨵၿ」、IDB による「生態系サービスの持⥆

的管理」、GI= による「᪂生物多様性ᡓ␎にᛂじた生物回ᗯ事業の実施」、及び IUCN による

「生物多様性と保護区管理に㛵するプログラム」がある。 

以下に、生物多様性分野における主要な国㛫あるいは国際的な機㛵によるຓについ

て記㏙する。 

 

（1）米国 

コスタリカは、Ṕྐ的にも経済的にも米国とぶᐦな㛵ಀにある。また、࣐ࢼࣃと୪ࢇ

で⇕ᖏ生物Ꮫの◊✲において、◊✲ᣐⅬがコスタリカに多く存在することから、自然環

                                                        
3� SINAC�0INAE7 （2012） GeVWLon de PUo\eFWoV de CooSeUDFLon SLVWePD NDFLonDl de AUeDV de ConVeUYDFLon Ano 2011�  
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境保全のྲྀり組みにおいても古くから米国の◊✲者や環境活動家が῝く㛵与している。

ᐁẸを問わࡎ米国の支はコスタリカとの㛫でわされた༠定（CoVWD RLFD�UnLWed SWDWeV 

oI APeULFD FoXndDWLon IoU CooSeUDWLon：CRUSA）を通じて行われるか、公的機㛵ならば

USAID なから、また米国をᣐⅬとする国際的な環境ᅋయ〔ࢿ・ࢨイࣕࢳー・コンサー

ンシー（7Ke NDWXUe ConVeUYDnF\：7NC）、 ::F�USA、CIࣂ な〕がᙜヱ分野での༠力

でᙉいᙳ㡪力を♧している。 

᭱㏆の生物多様性保全分野の༠力では、๓アリアス政権に米国との㛫で΅が始め

られ、CBD�COP10（名古屋）の開ദにあわࡏてṇᘧ表᫂された「コスタリカよ、Ọ㐲に

（CoVWD RLFD Sor ViePSre）」3�プログラムが、対㇟ᮇ㛫（15 年）、資㔠つᶍ（総額 5�000 万

ドル㉸）とも᭱大で、SINAC にとっても᭱も重要な支となっている。この支は、SINAC

を通じて、/Lnden 7UXVW IoU ConVeUYDWLon（/7C）、GoUdon 	 BeWW\ 0ooUe ㈈ᅋ、:DlWon ㈈ᅋ、

7NC なの米国の༠力で、CBD でỴめられた目ᶆを達成するための活動を⥙⨶したもの

で、コスタリカは P7AP に╔手する᭱初の国となった。このィ⏬のために、コスタリカ政

府は、国内の保護区システムがᶍ⠊的で、ຠ率的に管理され、資㔠的に持⥆ྍ能なもの

とするために、ἢᓊ・ᾏὒの保全をඃ先した（一部、陸域も含まれる）一㐃の行動目ᶆ

を提♧している。同プログラムの実施にあたって、コスタリカ政府は SINAC を通じて同

プログラムの米ഃ実施機㛵の FoUeYeU CoVWD RLFD ༠会（AVoFLDFLyn CoVWD RLFD SoU SLePSUe：

ACR;S）（7NC が主ᑟ）との㛫で、ᐁẸ同┕をわしている。これにより、後者が総額

約 5�200 万米ドル（米国・コスタリカ㛫の第ᮇമ務環境ス࣡ップからの 2��00 万米ドル

と CoVWD RLFD SoU SLePSUe ಙクᇶ㔠からの 2�500 万米ドルからの資㔠。その後、2011 年Ⅼ

で目ᶆ額を上回る約 5��00 万米ドルまで資㔠をఙばしている。）の資㔠管理をྖることに

なった。その資㔠の一部は、現在、CBD�COP10 でᐉゝした目ᶆの実現と㛗ᮇ的なその保

持のために、コスタリカ政府が事業実施・ࣔࢽタリング 5 カ年ィ⏬で策定された活動に

ྥけられている。このᐁẸ同┕は、༠力༠定でつ定されており、2 名の SINAC の代表と

2 名の ACR;S の代表からなる༠力ጤဨ会（CoPLWp de CooSeUDFLyn）が実施・ࣔࢽタリン

グィ⏬で提♧された活動の調整・実施を┘╩している。同プログラムは、上㏙のಙクᇶ

㔠等のかに、以下の資㔠源を有する。 

z ἢᓊᾏὒ生物多様性プロ࢙ࢪクト（ PUo\eFWo BLodLYeUVLdDd 0DULno CoVWeUD： 

BIO0ARCC）：ドイツ政府の資㔠ຓによるẼೃኚ動ྥけ生物多様性の能力開発と適

ᛂ策（100 万米ドル） 

z コスタリカᾏὒ保護区システムᙉプロ࢙ࢪクト：GEF�UNDP による総額 121 万

2�02� 米ドルの資㔠ຓ。 

ACR;S は世界保護区ጤဨ会（:oUld CoPPLVVLon on PUoWeFWed AUeDV：:CPA）のメンࣂー

の一ဨで、同ጤဨ会は生物多様性保全分野で豊富な経㦂を有する人ᮦで組織されている。 

                                                        
3� FoUeYeU CoVWD RLFD （2012�0��1�） KWWS���www�FoVWDULFDSoUVLePSUe�oUg�Lnde[Ben�DVS[ 
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ACR;S は、これまでのとこࢁ発㊊後の年᭶がὸいにもかかわらࡎ、保護区管理でᢏ⾡

的にも組織面でもプログラムの実施や┘理にࡩさわしい≉ᚩをഛえ、コスタリカに㈉⊩

し得ると評価が高い。 

 

（2）IDB 

IDB は開発事業における生物多様性保全の主ὶという᪉㔪をᡴち出し、2013 年から

中༡米 2� カ国を対㇟に、「生物多様性イࢽシアテブ」というプログラムを開始するண

定である。コࢽ࣑ࣗテを含む㛵ಀ者、㛵ಀ機㛵等への資㔠提供やインࣇラストラクࢳ

ࣕー整ഛを通じて、地域のビࢿࢪス機会や経済性を高め、それによって生物多様性保全

を積極的にᅗるとしている。 

現在実施中及びィ⏬中のプロ࢙ࢪクトには、以下の 5 ௳がある。 

z 保護区における観光プログラム（1��00 万米ドル、2011 年㹼201� 年）：自然資源保

全、持⥆的管理、地域開発を目的としたインࣇラストラクࣕࢳー整ഛ、地᪉政府

の◊ಟ、SINAC の能力ᙉ（࢚コツーリࢬム、施設管理等）。 

z プンタレࢼスᕞにおけるᾏὒ・ἢᓊ資源の統合ᆺ管理（300 万米ドル、2010 年㹼

2014 年）：生物多様性保全と持⥆的発展を目的とし、地域ఫẸ・組織を対㇟にした

 。⯆ム、ᑠつᶍ⁺業等のࢬコツーリ࢚

z シクサ࢜ラᕝὶ域における統合ᆺ生態系管理（350 万米ドル、200� 年㹼2013 年）：

生物多様性・生態系サービスの保全と持⥆的利用を目的とし、保護区࿘㎶のコ࣑

 。レストリー等のᬑ及࢛ࣇ組織を対㇟にしたアグロ・テࢽࣗ

z Ẽೃኚ動に対する生物多様性適ᛂ策（40 万米ドル、2012 年㹼2014 年）：SINAC に

対するᡓ␎・行動ィ⏬策定の支。 

z 生態系サービスの持⥆的管理（ィ⏬中）：陸域の生物多様性保全と持⥆的利用のᨵ

ၿを目的とし、FONAFIFO、地᪉政府、コࢽ࣑ࣗテ等を対㇟に生態系サービス

支払い対㇟の多様をᅗり、ࣔࢹルの確立をど野に入れる。ண⟬つᶍは 400 万米

ドルになるぢ㎸み。 
 

（3）UNDP 

UNDP のຓはすて GEF の資㔠を活用しており、現在は以下の 3 ௳のプロ࢙ࢪクト

に対し支を行っている。 

z 0PA のᙉ（121 万米ドル、2011 年㹼2014 年）：᪂設・拡ᙇ、管理ᙉ、持⥆的

㈈源の確保。 

z ‵地生態系の生物多様性保全（11 万米ドル、2012 年㹼2013 年）：国際的に重要な

‵地に対する管理ᨵၿと生態系サービスの持⥆的利用。 

z SINAC の持⥆性ྥ上（43� 万米ドル、200� 年㹼2014 年）：管理ᙉと資㔠確保に

㛵する法ᚊ・政策のᨵၿ、地域ィ⏬策定とຠ果的管理に㛵する SINAC の能力ᙉ。 
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（4）ドイツ政府 

ドイツ政府は生物多様性保全とẼೃኚ動対策の᪉に重Ⅼを置いた支を行っており、

B0U 及び GI= を通じて、以下の 4 ௳のプロ࢙ࢪクトを実施中あるいはィ⏬中である。 

z Ẽೃኚ動に対するᾏὒ・ἢᓊ生態系の生物多様性適ᛂ策に㛵する能力ྥ上（B0U：

4�0 万米ドル、2010 年㹼2014 年）。 

z 中米における REDD�の᥎㐍（GI=：�00 万米ドル、2010㹼2013 年）。 

z コスタリカと࢚クアドルのጜጒ保護区の生物多様性と自然資源の持⥆的管理

（GI=：ィ⏬中）。 

z ᪂生物多様性ᡓ␎にᛂじた生物回ᗯ事業の実施（GI=：ィ⏬中）：国内 3� カ所の生

物回ᗯにおける生物多様性と生態系サービスの保全ᨵၿをᅗる。ヲ⣽はᮍ定であ

るが、人㛫のᒃఫ・生産活動が認められている地域を対㇟とした活動を含むと⪃

えられる。ண⟬つᶍは �00 万米ドルになるぢ㎸みである。 

 

（5）AECID 

ス࣌イン政府はᑠつᶍながら、SINAC に対し⥅⥆してຓを行っており、200� 年には

REBACO 管理ィ⏬のస成を支している。「プ࢚ルト・リンドᮧにおける農ᮧ・࢚コツー

リࢬムの開発と生ィᨵၿ」（2�5 万米ドル、200� 年㹼2012 年）は、「中ᑠ業・農家に対

する持⥆ྍ能なᕷ場᥎㐍プロ࢙ࢪクト（PUoPoYLendo PeUFDdoV VoVWenLEleV：PRO0ES）」の

一環として実施されている。ࣂラ保護区内のἢᓊ部にあるᮧⴠを対㇟とし、中ᑠつᶍの

組織⫱成を通じて農ᮧ・࢚コツーリࢬムの⯆をᅗり、地域ఫẸの生ィᨵၿを目指す3�。 

 

（�）IUCN 

IUCN はサンホセに中米プログラム事務所を構えており、᪂たに策定した 4 カ年ィ⏬

（2013 年㹼201� 年）では、域内༠力による▱㆑管理と能力開発の᥎㐍を目ᶆの 1 つにᥖ

げている。Ḣᕞ㐃合（EXUoSeDn UnLon：EU）の資㔠支をཷけて、保護区のຠ果的管理と

地域コࢽ࣑ࣗテの参加ಁ㐍に㛵する能力ྥ上を᥎㐍する「生物多様性と保護区管理に

㛵するプログラム（BLodLYeUVLW\ Dnd PUoWeFWed AUeDV 0DnDgePenW PUogUDPPe：BIOPA0A）」

を 2011 年 � ᭶40᭶から開始した。また、2004 年から 200� 年にも EU の支をཷけて、コ

スタリカを含む中米 � カ国において「参加ᆺ保護区管理プロ࢙ࢪクト」を実施し、ྛ国

の参加ᆺ・共同ᆺ管理について調査した結果をሗ࿌᭩にまとめている。 

                                                        
3� KWWS���www�SUo\eFWoSUoPeV�oUg�DSS�FPV�www�Lnde[�SKS 
40 KWWS���www�LXFn�oUg�DEoXW�woUN�SUogUDPPeV�gSDSBKoPe�gSDSBFDSDFLW\2�gSDSBELoSDPD� 
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第㸵章 プロ࢙ࢪクト概要 

㸵－１ ௳ྡ 

和ᩥ：参加ᆺ生物多様性保全᥎㐍プロ࢙ࢪクト 

ⱥᩥ：PUoMeFW IoU PUoPoWLon oI PDUWLFLSDWoU\ BLodLYeUVLW\ ConVeUYDWLon Ln CoVWD RLFD 

すᩥ：PUo\eFWo SDUD lD PUoPoFLyn de lD ConVeUYDFLyn PDUWLFLSDWLYD de lD BLodLYeUVLdDd 

 

㸵－㸰 ᴗ┠ⓗ 

先に㏙てきたとおり、コスタリカは、生物多様性保全分野での先駆的事業、活動が多

くみられ、その経㦂は、国内はもちࢇࢁ、中米ㅖ国を中ᚰとした国外とも共有されるき

ものである。しかし、多くの事業、活動については、そのྲྀりまとめや᳨ドがなされてい

ない。そこで、本プロ࢙ࢪクトは、コスタリカの PSA 制度、生物多様性法、SINAC 制度、

ఫẸ参加ᆺ༠ാ管理なの先駆的なྲྀり組みや経㦂を、そのຌ⨥を含め整理、᳨ドし、▱

㆑（Knowledge）としてయ系したうえで、コスタリカのྲྀり組みを᭦にᨵၿするための政

策提ゝを行うとともに、コスタリカ国内外の生物多様性保全㛵ಀ者に対し、ᗈくこれらの

▱㆑（Knowledge）の共有をᅗることにより、コスタリカ及び中米ྛ国における参加ᆺ生物

多様性保全に㛵する政策とシステムのᙉ、メソアメリカホットスポットに対するຠ果的

な生物多様性保全の実現に寄与することを目指すものである。 

なお、本プロ࢙ࢪクトでは「▱㆑（Knowledge）」を、「生物多様性保全にかかる政策やྲྀ

組みが実施されるに至った⫼ᬒ、その後の実施プロセス、実施≧ἣとその結果、生物・♫

会・経済的ຠ果・ᙳ㡪、ㄢ㢟、ᩍカ、後のᨵၿの᪉ྥ性なをయ系的に整理したもの」

と定⩏する。 

  

㸵－㸱 ༠ຊᴫ要 

（1）上位目ᶆ 

「コスタリカ及び中米ྛ国における参加ᆺ生物多様性保全に㛵する政策とシステム41が、

▱㆑（Knowledge）の適切な利用によりᙉされる。」 

࠙指ᶆ42ࠚ 

�㸫� コスタリカ国内において、少なくとも 2 つの政策またはᨵၿされた政策が実

施される。 

1㸫2 の中米ㅖ国において、プロ࢙ࢪクトによって得られた▱㆑（Knowledge）を使

って実施された活動のᩘ。 

 

                                                        
41 ここでいうシステムのᙉとは、生物多様性保全のための「法௧」「組織」「資㔠」「現場での活動」等のいࡎれかが整

ഛもしくは実行されることをពする。 
42 目ᶆ್が設定されていない指ᶆについては、ベースライン調査とカ࢘ンターࣃートとの༠議を経てᩘ್を設定し、プ

ロ࢙ࢪクト開始後 � カ᭶目をめに合同調整ጤဨ会のᢎ認を得るண定である。 

－ 4� －



 
 

（2）プロ࢙ࢪクト目ᶆ 

「コスタリカにおける参加ᆺ生物多様性保全のための▱㆑（Knowledge）が、コスタリカ

国内外にᗈく共有される。」43 

 

࠙指ᶆࠚ 

1㸫1 コスタリカ国内において参加ᆺ生物多様性保全に㛵し、㛵㐃ᙜ局44に提出され、

ᑂ議が開始した提ゝ政策のᩘ。 

1㸫2 セࢼ࣑ーや࣡ークシࣙップで共有された▱㆑（Knowledge）にポࢪテブな評価

をし、自国でのලయ的な活用を表᫂した参加者ᩘとその活用提ᩘ。 

 

（3）成果及び活動 

成果 1 「REBACO における参加ᆺ生物多様性保全がᙉされ、の保護区と共有され

る。」 

࠙指ᶆࠚ 

1㸫1 」合ᆺ農業45を᥇用している農家のᩘ。 

1㸫2 」合ᆺ農家グループの収入が、プロ࢙ࢪクトの᭱⤊年にቑ加する。 

1㸫3 環境ᩍ⫱活動のᩘ。 

1㸫4 参加ᆺ環境ࣔࢽタリングの結果をᫎさࡏた地域∧動植物࢞イドブック。 

1㸫5 環境に㓄៖した生産ᢏ⾡を᥇用した中・大つᶍ農家の㌺ᩘ。 

1㸫� CO/AC によって提、実施された REBACO 管理のための活動のᩘ。 

1㸫� 土地所有権のྲྀ得手⥆きについて▱らされた地域ఫẸのᩘ。 

1㸫� 土地所有権を持つ在地主対策ᡓ␎。 

1㸫� PSA の手⥆き᪉法について▱らされた地主のᩘ。 

1㸫10 の野生生物保護区からセࢼ࣑ー・࣡ークシࣙップに参加した人ᩘ。 

1㸫11 プロ࢙ࢪクト⤊までに、REBACO の参加ᆺ管理手法を᥇用した野生生物保

護区のᩘ。 

1㸫12 ᨵゞされた管理ィ⏬ 

࠙主な活動ࠚ 

REBACO 内の」合ᆺࣔࢹンストレーシࣙン農家の設立・ᙉ、REBACO における大・

中つᶍ農家のための持⥆ྍ能な生産システムをಁ㐍、REBACO の土地所有と土地利用

に㛵するよりⰋい管理、REBACO の管理ィ⏬᭩をぢ┤しᨵゞ、活動の経㦂の共有等。 
                                                        
43 なお、「後のᨵၿの᪉ྥ性」は、▱㆑（Knowledge）を構成する一部であり、プロ࢙ࢪクト目ᶆにゝ及する「▱㆑が

共有される」≧態には、「後のᨵၿの᪉ྥ性」、つまりᨵၿすき政策が᫂確になり、提ゝされた政策の実現にྥけた

Ỵ定プロセスがコスタリカ国内で開始された≧ἣにあることも含ࢇでいる。 
44 提ゝ政策の内ᐜにより、SINAC や FONAFIFO が定される。 
45 FLnFDV LnWegUDleV もしくは FLnFDV LnWegUDdDV のヂ。ⱥヂࡔと InWegUDWed FDUP。一㌺の農家の中で、家␆や農స物を多様

することによって、農家内の物㉁とࢿ࢚ルࢠーのὶれをᚠ環ᆺにし、Ꮫ⫧ᩱや農⸆等の外部からのインプットを᭱ᑠ

㝈にᢚえ、環境への㈇のインࣃクトを減らすことを目指す農業経Ⴀ手法。外部からのインプットを減らすことにより、

農家の収入ྥ上にもᙺ立つことがᮇᚅできる。 
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成果 2 「コスタリカにおける参加ᆺ生物多様性保全に㛵する▱㆑（Knowledge）が、成

ຌ事例のయ系を通して、記㘓される。」 

࠙指ᶆࠚ 

2㸫1 成ຌ事例のయ系を記㍕した調査ሗ࿌᭩のᩘ。 

࠙主な活動ࠚ 

プロ࢙ࢪクトの調査ㅎ問ጤဨ会4�を設置、調査ㅎ問ጤဨ会のຓゝを参⪃に、▱㆑

（Knowledge）を記㘓するための調査テー࣐Ỵ定、調査実施コンサルタントのዎ約及びそ

の調査の┘╩等。 

 

成果 3 「参加ᆺ生物多様性保全をᙉするための政策が提される。」 

࠙指ᶆࠚ 

3㸫1 స成された提᭩のᩘ。 

࠙主な活動ࠚ 

PSA のインࣃクトࣔࢽタリング᪉法をస成、保護区におけるチྍ行Ⅽ、土地利用᪉法

の提、SINAC 内に地域管理プログラムを設立、参加ᆺ環境ࣔࢽタリングのᬑ及等。 

 

成果 4 「参加ᆺ生物多様性保全に㛵する▱㆑（Knowledge）が国内外で共有される。」 

࠙指ᶆࠚ 

4㸫1 セࢼ࣑ー・࣡ークシࣙップのᩘ。 

4㸫2 参加者の人ᩘ。 

4㸫3 セࢼ࣑ー・࣡ークシࣙップሗ࿌᭩のᩘ。 

࠙主な活動ࠚ 

セࢼ࣑ー・࣡ークシࣙップのプログラム、ᩍᮦ・資ᩱのస成とセࢼ࣑ー、࣡ークシࣙ

ップの調整、実施等。 

 

㸵－㸲 ࢺࢧࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ�ᑐ㇟ᆅᇦྡ 

 参加ᆺ保護区管理のࣔࢹル確立と共有： 

REBACO（� 万 1�1��KD）、そのの保護区、及びその࿘㎶地域。 

 参加ᆺ生物多様性保全に㛵する▱㆑（Knowledge）のయ系・共有： 

調査◊✲対㇟及びセࢼ࣑ー・࣡ークシࣙップ主㢟にᛂじて、サンホセを主とするコス

タリカ国内（ẖ年、国内 2 カ所から 3 カ所で 4 回から 5 回程度の実施を定）。 

 

 

                                                        
4� 0INAE7 大⮧をጤဨ㛗とし、INBLo、⇕ᖏ農業◊✲ᩍ⫱機㛵（CA7IE）、コスタリカ国内の国立大Ꮫ、IUCN メソア

メリカ・カリブ地域事務所等、コスタリカにおけるいわࡺる生物多様性保全分野の政策ブレーン機㛵からなるጤဨ会を

プロ࢙ࢪクトで組織し、▱㆑（Knowledge）య系の際にアドࣂイスを得るとともに、提される政策やプログラムが、

確実にコスタリカの生物多様性保全事業にᫎされることを目指す。 
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㸵－㸳 ᮏᴗの┤᥋ཷ┈⪅㸦ࣉ࣮ࣝࢢࢺࢵࢤ࣮ࢱ㸧 

 SINAC ⫋ဨ：約 1�200 名 

 コスタリカ国内◊✲機㛵等：約 100 名 

 REBACO 内ఫẸ：約 2�400 名 

 コスタリカ及び中米ྛ国の生物多様性保全㛵㐃機㛵：約 500 名 

 

㸵－㸴 ᴗ࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ㸦༠ຊᮇ㛫㸧 

2013 年 4 ᭶㹼201� 年 3 ᭶をண定（ィ �0 カ᭶） 

 

㸵－㸵 ⥲ᴗ㈝㸦᪥ᮏഃ㸧 

約 4 億 5�000 万 

 

㸵－㸶 ┦ᡭᅜഃᐇᶵ㛵 

SINAC（サンホセ事務局本部、AC7o 事務所か） 

 

㸵－㸷 ᢞධ㸦ࢺࢵࣉࣥ㸧 

（1）᪥本ഃ 

㛗ᮇᑓ㛛家 

ྛ）ー調整、参加ᆺ保護区管理ࢼ࣑セ・ࢳー、リサーࢨイࣂアド・ࣇーࢳ �00�0） 

▷ᮇᑓ㛛家 

参加ᆺ環境ࣔࢽタリング、‵地の㈼᫂な利用、保護区管理とࢰーࢽング4�、GIS 等 

本㑥◊ಟ 

参加ᆺ環境ࣔࢽタリング、環境㓄៖ᆺ農産物の࣐ーࢣテング等 

供与機ᮦ 

㌴୧ 2 ྎ、事務機ჾ一ᘧ 

在外事業ᙉ㈝ 

調査◊✲現地ጤク㈝、国内・国際セࢼ࣑ー・࣡ークシࣙップ開ദ㈝、参加ᆺ管理ࣃイ

ロット活動㈝、プロ࢙ࢪクト㐠Ⴀ㈝ 

 

（2）コスタリカ国ഃ 

カ࢘ンターࣃート 

プロ࢙ࢪクト・ダイレクター 

プロ࢙ࢪクトࢿ࣐ーࣕࢪー 

リサーࢳ・コーࢿࢹーター 

                                                        
 。ングとは、保護区内の場所ごとの土地利用区分をỴめることにより、保護区の適切な利用・管理を目指すことࢽーࢰ �4
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参加ᆺ管理コーࢿࢹーター 

REBACO �）ࣇールドスタッࣇ 名） 

そののプロ࢙ࢪクト活動㛵㐃⫋ဨ 

施設・機ᮦ・㐠Ⴀ㈝ 

プロ࢙ࢪクト事務ᐊと⥔持管理㈝ 

プロ࢙ࢪクトスタッࣇの㌴୧㛵㐃㈝用 

通ಙ㈝（㟁ヰ、インターࢿット等） 

国内セࢼ࣑ー・࣡ークシࣙップの㣗㈝・ᐟἩ㈝（ཎ๎ SINAC 参加者分） 

そののᚲ要経㈝ 

 

㸵－１㸮 ⎔ቃ♫㓄៖࣭㈋ᅔ๐ῶ࣭♫㛤Ⓨ 

1）環境に対するᙳ㡪�用地ྲྀ得・ఫẸ⛣㌿ 

ձカテࢦリー分㢮：カテࢦリーC 

ղカテࢦリー分㢮の᰿ᣐ： 

本プロ࢙ࢪクトは、生物多様性の保全᥎㐍を通した地域ఫẸの生活ྥ上をど野に入

れていることから、環境や♫会へ㈇のᙳ㡪はணぢされࡎ、環境、♫会に対してṇのイ

ンࣃクトを及ࡰすことがᮇᚅされる。 

 ンダー・ᖹ等᥎㐍�ᖹ和構⠏・㈋ᅔ๐減࢙ࢪ（2

本事業による࢞ࢿテブなᙳ㡪はணぢされない。 

3）その 

≉になし。 

 

㸵－１１ ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉᐇୖの␃ពⅬ 

 ▱㆑（Knowledge）整理の実施య制 

▱㆑（Nnowledge）の整理のための調査◊✲は、コスタリカ国の◊✲者、コンサルタン

トが主に実施する。同に、0INAE7 大⮧をጤဨ㛗として、生物多様性保全に㛵しコ

スタリカ国内の権ጾである◊✲機㛵、大Ꮫ、㛵㐃機㛵、国際的組織の代表者からなる「調

査ㅎ問ጤဨ会」を設立し、指ᑟ・ຓゝをཷけつつ、▱㆑の整理、య系を㐍める。▱㆑

の整理、య系をコスタリカ国内の人ᮦが㐍めることで、同国の人ᮦや機㛵が自らの経

㦂と▱ぢを再評価し、▱㆑（Knowledge）として῝さࡏ、自らに内部することがᮇᚅ

できる。-ICA ᑓ㛛家は、調査◊✲の実施調整や実施ಁ㐍のᙺ割をᢸう。 

 政策へのᫎ 

0INAE7 大⮧をጤဨ㛗とし、INBLo4�、CA7IE4�、コスタリカ国内の国立大Ꮫ、IUCN

                                                        
4� コスタリカの全生物種の記㍕を目的として、1��� 年に設置された NGO。NGO ではあるが、政௧により設立がᐉゝさ

れ、国家的事業として認められている。また、᪥本の環境┬がᒣに生物多様性センターを設立した際に、参⪃とした

機㛵でもある。 
4� 1��3 年にసられた、米ᕞの⇕ᖏ農業に㛵する◊✲、ᩍ⫱国際機㛵で、コスタリカのトリアルࣂに位置する。農業、
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メソアメリカ・カリブ地域事務所等、コスタリカにおけるいわࡺる生物多様性保全分野

の政策ブレーン機㛵を「調査ㅎ問ጤဨ会」のメンࣂーとすることで、本プロ࢙ࢪクトに

よって提される政策やプログラムが、確実にコスタリカの生物多様性保全事業にᫎ

されることを目指す。 

 ▱㆑（Knowledge）の共有᪉法 

▱㆑（Knowledge）はྍ能な㝈りᩥ᭩による整理（ᙧᘧ▱）をᮇᚅするが、すて

の▱㆑（Knowledge）をᩥ᭩することはྍ能であることが⪃えられる。そのため、セ

、ー・࣡ークシࣙップを開ദする際には、ᩥ᭩がྍ能な、「ᬯ㯲▱」を᥀り㉳しࢼ࣑

それらを有する人的リソースにㅮᖌとして参加してもらい、「ᬯ㯲▱」を共有することに

努める。 

 中米域内における▱㆑（Knowledge）の共有 

中米のの国においても、保護区の༠ാ管理事例等、コスタリカとは␗なった生物多

様性保全のためのྲྀ組みが実施されている。ᚑって、国際セࢼ࣑ー・࣡ークシࣙップの

際には、コスタリカの▱㆑（Knowledge）を一᪉的に⛣㌿するどⅬではなく、᪉ྥに▱

㆑（Knowledge）を共有し、่⃭し合うという観Ⅼで開ദするᚲ要がある。また国際セ࣑

ー・࣡ークシࣙップの開ദに先立ち、事๓に中米ྛ国の生物多様性保全にಀる現≧とࢼ

ㄢ㢟、ࢽーࢬ等をᢕᥱするため、ᇶ♏調査を実施しておくことがᚲ要である。なお、中

米地域対㇟のセࢼ࣑ー、࣡ークシࣙップの開ദに際しては、ྛ国の保護区㛵ಀ者、ᑓ㛛

家のࢿット࣡ークである :CPA との㐃ᦠをᅗることがຠ果的であるとᛮᩱされる。 

 中米における▱㆑（Knowledge）の活用 

▱㆑（Knowledge）共有のためのセࢼ࣑ー・࣡ークシࣙップでは、参加者にྛ国のアク

シࣙンプラン等をస成してもらい、ᚲ要にᛂじ、コスタリカからᑓ㛛人ᮦをὴ㐵する等

の࢛ࣇローアップ活動を実施することにより、中米ྛ国からの参加者がセࢼ࣑ー等で得

た▱㆑（Nnowledge）を自国で活用し、ලయ的な成果に結びつけることをഃ面で支する。 

 ᪥本及び中米以外の国とのࢿット࣡ークのᙧ成 

コスタリカの生物多様性保全にかかる政策やྲྀ組みは、᪥本国内においても参⪃にな

るものが多い。そのため、▱㆑（Knowledge）の調査◊✲やྲྀりまとめのプロセス、▱㆑

（Knowledge）共有のためのセࢼ࣑ー・࣡ークシࣙップなへ、▷ᮇᑓ㛛家として᪥本の

◊✲者や環境┬の㛵ಀ者をὴ㐵し、ὶを῝めることなも積極的に᳨ウする。また、

2014 年に :CPA 主ദで開ദされる世界公園会議50に先駆け、2013 年には、アࢪア公園会

議が᪥本で環境┬の主ᑟにより開ദされることがỴ定している一᪉、メソアメリカ保護

                                                                                                                                                                   
自然資源、それらに㛵㐃した環境問㢟についての大Ꮫ㝔を設けている。コスタリカをはじめとした米ᕞ 13 カ国の農業政

策、自然資源管理政策にᙉいᙳ㡪力を持つ。 
50 IUCN の世界公園会議（:oUld PDUNV CongUeVV）は約 10 年ごとに開かれる国際会議で、世界中から自然公園管理にᦠわ

る人が㞟まり、会議後 10 年㛫の自然公園管理の世界的᪉ྥ性が♧される。ḟ回は 2014 年に࢜ーストラリアのシドࢽー

で開かれるண定である。世界会議に先立ち、「アࢪア国立公園会議」が 2013 年に᪥本で開ദされることがỴまっている。

また、「メソアメリカ保護区会議（CongUeVo 0eVoDPeULFDno de ÈUeDV PUoWegLdDV）」は 5 年ごとを目Ᏻに開かれており、ḟ

回は、2013 年にコスタリカで行う᪉ྥで調整中である。 
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区会議（CongUeVo 0eVoDPeULFDno de ÈUeDV PUoWegLdDV）もコスタリカで開ദされることが᳨

ウされており、:CPA との㐃ᦠをᙉするとともに、この分野における᪥本のプレࢮン

スをアࣆールするⰋい機会になるとᮇᚅされる。 

 

 -ICA ௳との㐃ᦠ 

ᕞにおいて、2013ࣂレーシア・サ࣐ 年に᪂つプロ࢙ࢪクト「生物多様性・生態系保全

のための持⥆ྍ能な開発プロ࢙ࢪクト（PUoMeFW on SXVWDLnDEle DeYeloSPenW IoU BLodLYeUVLW\ 

Dnd EFoV\VWePV ConVeUYDWLon Ln SDEDK：SDBEC）」を開始ண定である。このプロ࢙ࢪクトは、

これまで 10 年㛫実施してきたᢏ⾡༠力プロ࢙ࢪクト「࣎ル࢜ࢿ生物多様性・生態系保全

プログラム」（BBECϨ）及び「同࢙ࣇーࢬ㸰」（BBECϩ）を通して得た▱㆑の発ಙも主

要活動としている。また、サࣂᕞも生物多様性保全を࢟ー࣡ードにした地域開発を㐍め

ており、サࣂᕞ行政機㛵や大Ꮫ等の㛵ಀ者は、コスタリカとの▱㆑共有に高い㛵ᚰを♧

しており、୧プロ࢙ࢪクトの㐃ᦠも後積極的に㐍める。 

 REBACO における活動 

本プロ࢙ࢪクトにおける REBACO での活動は、「REBACO プロ࢙ࢪクト」⤊評価

の際にㄢ㢟として挙がったことを活動のᇶ本᪉㔪とする。すなわち、័⩦的にᒃఫして

いるが⚾有地としてのⓏ記を済まࡏていないఫẸの土地における、自然資源利用チྍ᪉

法の᳨ウや、自然環境に㓄៖した農法として㐍めてきた」合ᆺ農業の᭦なるᬑ及とその

保全ຠ果の᳨ド等である。また、それらの経㦂をྲྀりまとめ、ຠ果を᳨ドし▱㆑

（Knowledge）としてయ系することにより、の保護区へのᛂ用、᭦には国外との共有

に努める。 

 

㸵－１㸰 ๓ᥦ᮲௳࣭እ㒊᮲௳ 㸦࣮ࣜࣝࣟࢺࣥࢥ࣭ࢡࢫ㸧 

（1）事業実施のための๓提 

 調査ㅎ問ጤဨ会の設置について、㛵㐃機㛵から同ពが得られる。 

ㅎ問ጤဨ会の設置については、0INAE7 大⮧、大⮧をはじめ、INBLo や、CA7IE 等、

構成メンࣂーとしてᮇᚅする機㛵の代表者に既にㄝ᫂をし、㈶同を得ている。またຓ

❆ཱྀ機㛵である 0IDEP/AN もその設置について合ពしている。 

 中米ㅖ国内の㛵ಀがⰋዲに⥔持される。 

中米における地域セࢼ࣑ーを開ദする際に、地域内ྛ国の㛵ಀがⰋዲであり適切な参

加者がᥞうことが๓提条௳となる。現在、コスタリカとࢽカラグアの国境地域において

は、国境⥺の⏬定問㢟があることが▱られているが、行政ᐁレベルでのὶに㛵しては

問㢟がない。また、:CPA 等の第୕者国際機㛵をすることで、政的問㢟のセࢼ࣑ー

へのᖸ΅を減少さࡏる㓄៖も行う。  

－ 52 －



 
 

（2）成果達成のための外部条௳ 

 地域の生産者から理ゎと༠力が得られる。 

成果１を達成するには、REBACO 内にᒃఫするఫẸ、土地所有者及び生産者の理ゎと

༠力がྍḞであるため、活動の中にఫẸの生ィྥ上につながる環境に㓄៖した農産物

の㈍ಁ㐍活動等をྲྀり入れ、ఫẸ、生産者等へのインセンテブをᚰがける。 

 ඃ⚽な調査◊✲者が㑅定される。 

▱㆑（Knowledge）をᢳ出するための調査は、➇தベースでເ㞟した調査◊✲者等との

業務実施ዎ約により行うண定であるが、業務実施者の㉁を確保するために、カ࢘ンター

ート機㛵であるࣃ SINAC が持っているሗや人⬦を᭱大㝈に活用し、適切な業務実施者

を㑅出する。᪉、調査ㅎ問ጤဨ会に参加をண定している機㛵は、ඃ⚽な◊✲者、ᑓ㛛

家を多くᢪえており、これら機㛵も実際の調査◊✲活動に┤᥋参加することをᕼᮃして

いる。よってコスタリカの法௧にᇶづき㏱᫂性と公ᖹ性を確保した上で、調査ㅎ問ጤဨ

会メンࣂー機㛵が調査実施者としても参加できるようにするためのつ๎を策定、合ពし、

これら機㛵の◊✲者等が本プロ࢙ࢪクトの調査◊✲活動に積極的に参加できるṇᙜ性を

確保しておくことがᚲ要である。 

 

（3）プロ࢙ࢪクト目ᶆ達成のための外部条௳ 

 参加ᆺ生物多様性保全がコスタリカのඃ先政策として⥔持される。 

2014 年 5 ᭶に現政権の代がண定されているが、生物多様性保全がᖖに国の重要政策

として位置づけられているこれまでのṔྐから、生物多様性保全が国の重要政策から外

されるྍ能性は少ない。 

 生物多様性保全が中米ㅖ国で重要政策と位置づけられる。 

中米ㅖ国の中には、ࢽカラグア、ホンࣗࢪラス、グアテ࣐ラ等、生物多様性保全を┤

᥋的には重要政策と位置づけていない国もあるが、一᪉で、㣗⣊生産や自然⅏ᐖへの対

策は、すての国に共通したㄢ㢟である。生物多様性が生み出す生態系サービスは、こ

れらのㄢ㢟ゎỴにྥけた重要な要素である。そのため、生態系サービス等の概ᛕを๓面

に出しながら生物多様性保全を㐍めていくな、ྛ国のࢽーࢬにのように生物多様性

保全がᙺ立つかをලయ的に♧し、発ಙする。 

 

（4）上位目ᶆ達成のための外部条௳ 

 政策を実施に⛣すための資㔠的条௳が確保される 

中米ㅖ国においては、生物多様性保全への自国ண⟬のᢞ入が㝈られることがணされ

る。そこで、国際セࢼ࣑ー・࣡ークシࣙップの際には、生物多様性保全のための経済的

手法のಁ㐍、GEF や UNDP 等の外部資㔠の活用等、資㔠調達の᪉法についてもゐれてい

く。 

 中米ྛ国の国Ẹが中米ㅖ国における生物多様性の重要性について認㆑する。 
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コスタリカにおいて国Ẹの生物多様性に対するព㆑をのようにྥ上してきたかに㛵す

る▱㆑（Knowledge）をᢳ出し、国際セࢼ࣑ーを通して共有することも本プロ࢙ࢪクトの

活動の 1 つである。そのような場で、中米ྛ国からの参加者に、ྛ国における生物多様

性に対するព㆑ྥ上のため活動の実㊶をാきかけていく。 

 

㸵－１㸱 㐣ཤの㢮ఝ௳のᩍカᮏᴗのά⏝ 

コスタリカ国「ࣂラ・ࢹル・コロラド野生生物保護区におけるఫẸ参加ᆺ管理プロ࢙ࢪ

クト」（200� 年 10 ᭶㹼2011 年 10 ᭶）では、」合ᆺ農業のᬑ及にあたり、「ձᢏ⾡を有する

機㛵・ᅋయとの༠力が有ຠ、ղ農Ẹから農Ẹへの▱㆑・ᢏ⾡の共有が有ຠ、ճᑟ入する

ᢏ⾡の≉ᚩについて事๓に⇍៖するᚲ要性、մ⊩㌟的な努力、⥅⥆的な支を通じた行政

ഃと農Ẹഃのಙ㢗㛵ಀの構⠏が極めて重要」というᩍカが出された。本プロ࢙ࢪクトにお

いても、REBACO 内のᑠつᶍ農家に対して」合ᆺ農業の定╔・ᬑ及を᥎㐍し、中・大つᶍ

農家に対して環境保全ᆺ農業のᬑ及をᅗるにあたり、これらのⅬにᘬき⥆き␃ពして実施

する。 

2002）「生物多様性・生態系保全プログラム࢜ࢿル࣎」レーシア国࣐ 年 2 ᭶㹼200� 年 1

᭶）では、「多くの㛵㐃機㛵がプログラムに㛵わりながらシࢪࢼーຠ果を発現しに活動

を㐍めていくためには、ᙉいリーダーシップと政府高ᐁ等からの支持と理ゎがᚲ要」とし

ている。本プロ࢙ࢪクトにおいては、国内外の多くの㛵㐃機㛵と㐃ᦠ・༠力をᅗり、య系

された▱㆑（Knowledge）を政策・システムの提に╔実にᫎできるように、0INAE7

大⮧が合同調整ጤဨ会の議㛗及び調査ㅎ問ጤဨ会のጤဨ㛗にᑵ௵するண定である。 

メ࢟シコ国「ࣘカタン半ᓥἢᓊ‵地保全ィ⏬」（200� 年 3 ᭶㹼2010 年 2 ᭶）では、「ᢏ⾡

༠力を᥎㐍するうえで、ローカルに調達できるものはローカルのリソースを活用し、リー

  。ルのリソースを活用することが重要」としているࢼࣙࢪルに調達できるものはリーࢼࣙࢪ

本プロ࢙ࢪクトはこの提ゝと㍈を 1 つにし、▱㆑（Knowledge）య系のための調査◊✲、

環境㓄៖ᆺ農業のᑟ入ヨ㦂な、コスタリカの有する人ᮦ・ᢏ⾡を᭱大㝈に有ຠ活用し、

同国をはじめとする中米ㅖ国が有する参加ᆺ生物多様性保全に㛵する経㦂と▱ぢを共有・

活用するものである。 
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第㸶章 評価結果 

㸶－１ � 㡯┠ࡽのホ౯ 

評価 5 㡯目（ጇᙜ性、有ຠ性、ຠ率性、インࣃクト、持⥆性）にἢって、本プロ࢙ࢪク

トに㛵する事๓評価を実施した結果を以下に♧す。 

 

（1）ጇᙜ性 

以下の理⏤により、ጇᙜ性は高いとぢ㎸まれる。 

 コスタリカは地球上に生息する生物種の4��％にあたる�万5�000種が生息し、生物多

様性ホットスポットであるメソアメリカ地域の中でも、生物多様性の保全上、重要

な国と位置づけられている。 

 わが国は生物多様性国家ᡓ␎（2012年㹼2020年）の行動ィ⏬の中で、生物多様性分

野を含めた環境分野における国際༠力を᥎㐍するとしている。また、-ICAは自然環

境保全分野の༠力᪉㔪として、「生物多様性の保全」「ఫẸによる自然資源の持⥆的

利用」をᥖげている。わが国の対コスタリカ国ูຓ᪉㔪（ᖹ成24年度）では、「環

境分野を中᰾とした持⥆的発展への支」をᇶ本᪉㔪としてᥖげており、本プロࢪ

・クトは重Ⅼ分野「環境問㢟」、開発ㄢ㢟「環境保全」のなかで、「㒔ᕷ環境ᨵၿ࢙

自然環境保全プログラム」に位置づけられている。本プロ࢙ࢪクトによるコスタリ

カの生物多様性保全に対する支は、これらわが国のຓ᪉㔪に合⮴するものであ

る。 

 コスタリカの国家開発ィ⏬（2010 年㹼2014 年）では、「環境と持⥆ྍ能な開発」を

重Ⅼㄢ㢟の 1 つにᥖげており、生物多様性保全もその対㇟となっている。国家生物

多様性ᡓ␎においては、㛵㐃機㛵・セクター㛫の༠力、ሗ、生物多様性管理

に㛵する能力ྥ上ながᇶ本ᡓ␎の中に含まれている。また、SINAC ᡓ␎ィ⏬（2010

年㹼2015 年）でも、参加ᆺの生物多様性保全と自然資源の持⥆的利用がビࣙࢪンと

して挙げられており、よりໟᣓ的・統合的な♫会参加ᆺの保全を᥎㐍すきとして

いる。本プロ࢙ࢪクトの実施を通じて、コスタリカの生物多様性保全のᨵၿに資す

ることは、これら上位ィ⏬に合⮴するものである。 

 本年 11 ᭶までに 0IDEP/AN が策定ண定の国際༠力政策では、環境分野における域

内༠力が含まれており、生物多様性保全分野のඃ先㡰位は高いとされている。また、

中米統合機構（SLVWePD de lD InWegUDFLyn CenWUoDPeULFDnD：SICA）の 1 部局である中米

環境総局（CoPLVLyn CenWUoDPeULFDnD de APELenWe \ DeVDUUollo：CCAD）が策定した中

米地域環境ィ⏬（2010 年㹼2014 年）では、域内のリソースの有ຠ利用や༠力の᥎㐍

が挙げられている。コスタリカの参加ᆺ生物多様性保全に㛵する Knowledge の共有

は、国内及び中米地域の上位ィ⏬に合⮴するものとゝえる。 

 コスタリカは参加ᆺ生物多様性保全の分野において、国を挙げて先駆的なྲྀり組み
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を行ってきており、先㐍ㅖ国を中ᚰとした世界的な評価は高く、その経㦂と▱ぢは

かの㏵上国が生物多様性保全に対するྲྀり組みをᙉしていくうえで、大ኚ有用

と⪃えられている。一᪉で、コスタリカ国内でも生物多様性保全にかかる᭦なる政

策・システムのᨵၿが、生物多様性法（1��� 年）や上位ィ⏬によってồめられてい

る。そのためには、同国のᙜヱ分野における施策やインࣃクトなに㛵するሗを

収㞟・分ᯒし、国内外の㛵ಀ機㛵が共有し利用できるような Knowledge としてのᙧ

でయ系・ᩥ᭩されるᚲ要がある。 

 コスタリカでは国立公園内の生物多様性の保護が㐍む一᪉で、人㛫のᒃఫや生産活

動が認められる野生生物保護区等では、自然資源の利用と管理をᕠる㌵㎚が地域ఫ

Ẹと行政機㛵との㛫で生じ、生物多様性保全上の障ᐖとなっている。コスタリカの

生物多様性保全を᥎㐍するにあたっては、このような保護区あるいは保護区㛫を結

ルの提♧がồめられていࢹ回ᗯの管理が後の重要なㄢ㢟であり、参加ᆺ管理ࣔࡪ

る。ࣔࢹルを᳨ウ・確立するにあたり、REBACO は「ࣂラ・ࢹル・コロラド野生生

物保護区プロ࢙ࢪクト」による支を通じて、同国で᭱も参加ᆺ管理が実㊶されて

いる野生生物保護区であり、ࣃイロット地域として᭱適といえる。このⅬにおいて、

᪥本の国立公園は地域性の管理システムを᥇用しており、᪥本が㛗年ᇵってきた公

園管理の▱ぢと࢘ࣀハ࢘を有ຠ活用できると⪃えられる。 

 

㸶－㸰 ᭷ຠᛶ 

以下の理⏤により、有ຠ性は高いとぢ㎸まれる。 

 参加ᆺ保護区管理ࣔࢹルの確立と共有（成果 1）と Knowledge のయ系とᩥ᭩（成

果 2）では、現地ࣃイロット活動の実施とຠ果᳨ド、୪びに既存の◊✲、ሗ࿌、ሗ

等の収㞟・整理・分ᯒを、同୪行的かつ㐃ᦠさࡏて行うものであり、ྛ成果で得

られた経㦂・▱ぢを┦に活用することにしている。その結果をᇶに、政策・シス

テムᨵၿの提ゝ（成果 3）、国内外での Knowledge の共有（成果 4）をᅗることによ

って、プロ࢙ࢪクト目ᶆを達成するようィ⏬されている。 

 「ࣂラ・ࢹル・コロラド野生生物保護区プロ࢙ࢪクト」では、」合ᆺ農業、環境ᩍ

⫱、参加ᆺ環境ࣔࢽタリング、CO/AC なの活動において一定の成果が認められて

おり、本プロ࢙ࢪクトで REBACO の管理ᨵၿ・ᙉを行うにあたっても有ຠに活用

できる。 

 中米ㅖ国と Knowledge を共有する際には、参加ᆺ生物多様性保全の分野でコスタリ

カのみが⚽でているわけではなく、国においてもඃⰋ事例が少なくないことに␃

ពするᚲ要がある（例えば、グアテ࣐ラのఫẸとの保護区༠ാ管理、ࢽカラグア・

ドルのࣂルサル࢚ NGO・Ẹ㛫への保護区管理ጤクな）。そのため、コスタリカの

Knowledge を一᪉的に⛣㌿・ᩍ♧するのではなく、域内ㅖ国の経㦂・▱ぢをいにᏛ
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び合うというアプローࢳのもとで、࣡ークシࣙップ・セࢼ࣑ーを開ദすることが大

切であり、ຠ果的とゝえる。 

 プロ࢙ࢪクト目ᶆを達成するための外部条௳として、Knowledge య系の調査◊✲の

ጤク先には能力の高い◊✲者、コンサルタント等を㑅定することが挙げられるが、

㑅定プロセスの㏱᫂性と公ᖹ性を確保しつつ、入ᮐ᪉法やつ๎について SINAC ഃと

༑分に༠議し合ពするᚲ要がある。 

 

㸶－㸱 ຠ⋡ᛶ 

以下の理⏤により、ຠ率的な実施がぢ㎸まれる。 

 㛵㐃する Knowledge は、既 の◊✲結果等のሗを収㞟・活用して、コスタリカの

◊✲者、コンサルタント等が整理・分ᯒするものであり、同国が有するᑓ㛛分野の

▱㆑・経㦂と人ᮦというリソースを有ຠ活用するものである。また、環境㓄៖ᆺ農

業のᑟ入ヨ㦂や保護区管理ィ⏬స成における♫会調査なでも、現地のリソースを

積極的に活用することにしており、少ないᢞ入で大きな成果がぢ㎸める。 

 Knowledge య系の調査◊✲は、本プロ࢙ࢪクトの成果全యにかかわる重要な活動で

あり、その㉁を確保するために、コスタリカ国内の代表的な◊✲機㛵、大Ꮫ、NGO

等から構成される調査ㅎ問ጤဨ会を設置しຓゝをཷけることは、ຠ果的かつຠ率的

である。同ጤဨ会のメンࣂーೃ⿵機㛵からはおおむࡡ同ពを得ており、ア࢘トプッ

トを達成するための外部条௳が‶たされるྍ能性は高い。また、ᩥ᭩された

Knowledge が政策・システムのᨵၿ提ゝにきちࢇとᫎされるように、ጤဨ㛗には

0INAE7 大⮧がᑵくことで合ពされている。 

 SINAC を対㇟としたຓ機㛵による生物多様性保全に㛵するプロ࢙ࢪクトは、現

行・ண定を合わࡏて、本プロ࢙ࢪクトを含め 1� ௳ある。≉に後ண定されている IDB

による「生態系サービスの持⥆的管理」、GI= による「᪂生物多様性ᡓ␎にᛂじた生

物回ᗯ事業の実施」に㛵するプロ࢙ࢪクト、及び IUCN と EU による BIOPA0A は、

参加ᆺ保全の要素を含ࢇでいるとணされ、ᙜヱ分野の Knowledge の実と共有を

ຠ率Ⰻく㐍めるうえで、㐃ᦠ・༠力のྍ能性を᳨ウすることがᮃましい。 

 中米ㅖ国と Knowledge を共有する際には、SINAC が既に有している中米ྛ国のᢸᙜ

機㛵とのコࢿクシࣙンを利用できるか、:CPA メソアメリカ事務局と㐃ᦠし、既

存の域内ࢿット࣡ークを活用することも、ᢞ入をᢚえながらຠ率的に行うことがで

きると⪃えられる。また、-ICA が国で実施、または実施をண定している生物多様

性保全㛵㐃のプロ࢙ࢪクト（࣐レーシア、࣐ࢼࣃ、ホンࣗࢪラス等）と㐃ᦠして、

ᙜヱ分野の Knowledge の共有をᅗることもண定されている。 

 「ࣂラ保護区プロ࢙ࢪクト」の実施を通じて -ICA ഃと SINAC ഃ、及び REBACO の

ఫẸとの㛫でಙ㢗㛵ಀが構⠏されており、コスタリカの生物多様性保全に⢭通して
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いるᑓ㛛家、㟷年ᾏ外༠力㝲（-DSDn OYeUVeDV CooSeUDWLon 9olXnWeeUV：-OC9）経㦂者

等の人ᮦもいるため、業務をに実施しやすい環境がᙧ成されている。 

 本プロ࢙ࢪクトで支する REBACO 管理ィ⏬᭩のᨵゞは、保護区管理ィ⏬స成࢞イ

ドラインがస成されてからのస業となるண定であり、REBACO の管理ᨵၿをに

㐍めるうえでຠ率的といえる。 

 

㸶－㸲 ࢺࢡࣃࣥ 

 本事業によって、ṇのインࣃクトが以下のとおりぢ㎸まれる。 

 コスタリカ政府が参加ᆺ生物多様性保全をඃ先政策として⥅ᢎした場合、ᙜヱ分野

に㛵する Knowledge は国内でᗈく共有され、その結果、SINAC 内での地᪉管理プロ

グラムの設置、PSA インࣃクトのࣔࢽタリングの実施な、ᙜヱ分野に㛵する政策・

システムがᙉされることがぢ㎸まれる。後、コスタリカで生物多様性保全の重

要性が減じ、㛵㐃政策が大きく後㏥することはணされࡎ、これらの外部条௳が‶

たされるྍ能性は高い。 

 中米ㅖ国においては、生物多様性保全が重要政策と位置づけられた場合、共有され

た Knowledge がྛ国のᙜヱ分野に㛵する政策・システムのᙉにᫎされることが

ᮇᚅされる。しかし、その程度は得られた Knowledge がྛ国の♫会・ᩥ・経済≧

ἣにཷけ入れられるものか、また現行の環境保全の組み・᪉ྥ性にἢったものか

なにᙳ㡪されると⪃えられる。これに対しては、ྛ国の生物多様性保全に㛵する

現≧やࢽーࢬをあらかじめᢕᥱしておくことがồめられる。また、࣡ ークシࣙップ、

セࢼ࣑ーの場で、᪂たなコンセプトや施策なについてさまざまな࢜プシࣙンを提

♧、議ㄽすることによって、参加国に多くのࣄントを持ってもらうな、プログラ

ムの組み立てや㐍行に㓄៖すきである。 

 参加ᆺ生物多様性保全という 1 つのテー࣐にそって、ᩘ年㛫にわたり域内で࣡ーク

シࣙップ、セࢼ࣑ーを開ദすることにより、中米ྛ国の㛵㐃機㛵の┦理ゎが㐍み、

域内のᙜヱ分野における༠力・༠調がᨵၿすることがᮇᚅされる。 

 Knowledge の整理・分ᯒをコスタリカの◊✲者、コンサルタント等が主య的に㐍める

ことによって、自らの経㦂や▱ぢを再評価し、Knowledge として῝さࡏ、同国の人

ᮦや◊✲機㛵に内部されることがᮇᚅされる。 

 コスタリカをはじめとする中米の Knowledge 共有を通じて、࣐レーシア、᪥本等の

アࢪア地域における生物多様性保全のᨵၿに寄与することがᮇᚅされる。 

 参加ᆺ保護区管理が全国の地域性保護区にᬑ及する㐣程で、」合ᆺ農業の⯆によ

って保全される森林面積がቑ加し、地域ఫẸが PSA によるᜠᜨをཷけるࡔけでなく、

同国の REDD�にも寄与することがᮇᚅされる。 

 生物多様性保全に㛵して先駆的なྲྀり組みを積極的に行ってきたコスタリカをࣃー

トࢼーとし、その Knowledge 共有を支する本プロ࢙ࢪクトについて、多くの国際
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会議、࣡ークシࣙップ、セࢼ࣑ー等でሗ発ಙすることにより、ᙜヱ分野における

᪥本のプレࢮンスをྥ上さࡏることがᮇᚅされる。 

 本プロ࢙ࢪクトは、コスタリカの「生物多様性国家ᡓ␎」及び「SINAC ᡓ␎ィ⏬（2010

年㹼2015 年）」に定められているコスタリカ国及び SINAC が持つ経㦂、▱ぢの共有

に㈉⊩することがᮇᚅできる。 

 また、参加ᆺ生物多様性保全という 1 つのテー࣐にἢって、ᩘ年㛫にわたり中米ㅖ

国を対㇟に࣡ークシࣙップ・セࢼ࣑ーを開ദすることによって、ྛ国㛵㐃機㛵の┦

理ゎが㐍むとともに༠力㛵ಀがᨵၿされ、その結果、域内全యの生物多様性保全

のレベルྥ上に資することもᮇᚅされる。 

 

㸶－㸳 ᣢ⥆ᛶ 

以下の理⏤により、持⥆性は確保されるとぢ㎸まれるが、結ㄽけるにはᮇᑦ᪩であ

る。 

 コスタリカにおいて、環境保全は国家開発ィ⏬の重Ⅼ分野の 1 つであり、参加ᆺ生

物多様性保全は生物多様性保全政策の᰿ᖿをなしており、ᙜ面これらの政策上のඃ

位性がኚわることは定できない。SINAC に対するຓ自యは減少ഴྥにあるもの

の、生物多様性保全㛵㐃のண⟬額は中米ㅖ国では同国が᭱も多く、プロ࢙ࢪクト⤊

後もᙜヱ分野における人ဨとண⟬は⥔持されるとぢ㎸まれる。」合ᆺ農業を含む

参加ᆺ保護区管理については、プロ࢙ࢪクトを通じて地域ఫẸや SINAC スタッࣇに

⛣㌿されたᢏ⾡や能力をᇶに、の㛵㐃機㛵と㐃ᦠをྲྀりながら、⥔持・ᨵၿされ

ていくとぢ㎸まれる。 

 ᩥ᭩されたコスタリカの Knowledge は、プロ࢙ࢪクト⤊後もᘬき⥆き国内で共

有され、それをᇶにした政策・システムᨵၿの提ゝは、ලయにྥけて SINAC をは

じめとする㛵㐃機㛵によって᳨ウされるとᛮわれる。 

 国との Knowledge 共有については、本プロ࢙ࢪクトでᙉされたࢿット࣡ークを

利用して⥅ᢎされるྍ能性はある。しかし、それらの Knowledge を活用して、参加

ᆺ生物多様性保全に㛵する政策・システムのᙉが⥅⥆するかは、Knowledge の内ᐜ

と上位目ᶆの達成度で持⥆性の度合いが大きく␗なるため、現ẁ㝵で結ㄽを出すこ

とは㞴しい。プロ࢙ࢪクト実施中に中米ㅖ国の生物多様性保全に㛵して、政策・制

度面、組織・య制面、㈈政面、ᢏ⾡面からሗを収㞟・分ᯒすることがᚲ要である。 

 

㸶－㸴 ⤖ㄽ 

本プロ࢙ࢪクトは、コスタリカの国家政策や᪥本政府のຓ᪉㔪に合⮴するものである。

コスタリカにおける参加ᆺ生物多様性保全に㛵する Knowledge のయ系・ᩥ ᭩・共有は、

同国の生物多様性保全を᥎㐍するうえで重要なステップであり、中米ㅖ国に対しても有用

な♧၀を与えるものである。また、༠力実⦼のある保護区を対㇟とした参加ᆺ管理のࣔࢹ
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ルとそれを通じて得た▱ぢ、及び同国が有するさまざまな人的・▱的リソースを有ຠ活

用して行うプロ࢙ࢪクトであり、プロ࢙ࢪクト目ᶆの達成は༑分ྍ能とゝえる。 

このため、本プロ࢙ࢪクトを実施するព⩏は高いと認められる。 
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参⪃資ᩱ：コスタリカにおける環境・自然資源㛵㐃事㡯をᕠるṔྐ的ኚ㑄 

 

 コスタリカにおける環境や森林資源等の再生ྍ能資源をめࡄるṔྐ的な動きをレビࣗー

すると、以下に♧したようなẁ㝵的区分がྍ能である。これをぢると、ᙜの国内≧ἣを

ぢᤣえながら、ᙜヱ分野の国際的な動ྥにも政権がᛂし、┿ᦸな対ᛂをしてきたことが

感じྲྀれる。このことはの中米ㅖ国が♫会的政的ΰを㛗く経㦂したのとは対↷的に、

᪩くから㌷ഛをᨺᲠしᩍ⫱ᢞ資に回したこと、中༡米でもᒅ指の㛗いẸ主主⩏に支えられ

た政的Ᏻ定が⥆いていることとᙉく㛵㐃するものと⪃えられる。 

 1� 世⣖ᮎから᪥に至るコスタリカにおける森林資源等の自然資源や自然環境でのྲྀり

組みについて、㛵ಀする事㇟の≉ᚩを㋃まえて下記のように区分されている（A�CDPDFKo㸪

2010）。そして、� つに区分されたྛẁ㝵での≉ᚩや主要な出来事を一ぴ表にした。 

 

１）1� 世⣖ᮎと 20 世⣖๓半：環境・森林政策のためのツール開発๓ኪ 

㸰）第Ϩẁ㝵（1��� 年㹼1��� 年）：豊富な森林資源と再生ྍ能な自然資源の㐣ᑠ評価 

㸱）第ϩẁ㝵（1��0 年㹼1��0 年）：保全主⩏の再確認と構㐀調整  

㸲）第Ϫẁ㝵（1��1 年㹼1��5 年）：持⥆ྍ能な開発にྥけての᪂イࢽシアテブ 

㸳）第ϫẁ㝵（1��� 年㹼2000 年）：環境サービスの統合システムの⫾動 

㸴）第Ϭẁ㝵（2001 年㹼2004 年）：森林開発と制定系サービスのための᪂たな༠約 

㸵）第ϭẁ㝵（2005 年以㝆）：組織的㐃ᖏ、⬺中ኸ㞟権、᪂たなアイࢹンテテ 

            （カー࣎ン・ࣗࢽートラルのコスタリカ） 

 

Ṕྐ的ẁ㝵 主たる≉ᚩと際立ったኚの内ᐜ 

環境・森林政策のツール開

発以๓ 

 

公的入による㏆代 

z 1� 世⣖中㡭から、国は（行政௧を通じて）水源地や水系

に対する環境つ制や保護地域（]onD de SUoWeFFLyn）の設置

を᳨ウ：BDUYD ⅆᒣ行政௧（1��� 年）、水法（1��4 年に立

され、1�42 年に施行）、ࣃンアメリカン国㐨ἢいに保護

地域 ]onDV de SUoWeFFLyn をᐉゝ。初等ᩍ⫱に対する国の⿵

ຓによる‽⩏務ᩍ⫱の確立。 

z ⇕ᖏ農業と農ᮧ開発に≉した◊✲・◊ಟ機㛵として、

米ᕞ農業༠力機㛵（InVWLWXWo InWeUDPeULFDno de CooSeUDFLyn 

SDUD lD AgULFXlWXUD：IICA）が 1�43 年にコスタリカの

7XUULDlED に設立される。1�4� 年に米ᕞ機構 OEA のᑓ㛛機
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付属資料



コスタリカ環境・自然資源政策のኚ㑄（ᇛẊ） 

 
 

㛵の一部となる。1��3 年にす半球とコスタリカの環境開

発を支する⛉Ꮫ者を᧦する⇕ᖏ農業◊✲・◊ಟセンタ

ー（CA7IE）本部に組織ኚえし、IICA 本部は㤳㒔サンホ

セに。 

z 20 世⣖๓半、ྐᩱ⦅⧩が自然資源に㛵する▱ぢを産む環

境ᛮの₻ὶの中ᚰを占める。ࣃンアメリカンᖿ⥺༡部

の୧ഃやⅆᒣ࿘㎶を国立公園とする（農Ꮫ部の◊✲者

による）がస成されるが、ලయならࡎ。 

z 㛢㙐林やᗈい土地、少ない人ཱྀが、ఫẸに環境ព㆑の高

まりの㜼ᐖ要ᅉとなった。 

z 1�50 年代に、土ተ・水保全法（/e\eV SDUD FonVeUYDFLyn de 

VXeloV \ DgXDV）が立される。 

z 観光法（/e\ de 7XULVPo㸪1�55 年）により、᭱初の国立公

園が指定されるも、水系保護のために ICE（㟁力ᗇ）、CDEo 

BlDnFo ཝṇ生物保護区（ReVeUYD BLolygLFD AEVolXWD）が IDA

の管理下に置かれた（1��3 年）のを㝖いて、制度のた

めの⣽๎は制定されࡎ。 

z ᭱初の野生生物法（/e\ de 9LdD SLlYeVWUe㸪1��1）により保

護ࢰーン（]onDV de UeVeUYD）の設置と野生生物保護つ๎の

制定。 

z 第 1 ḟ国家開発ィ⏬：1��5 年㹼1��� 年 （F� OUlLFK） 

第 , ẁ㝵（����± ����） 

 

自然資源の㐣ᑠ評価と豊

富な森林資源 

z 農ᮧ開発㝔（InVWLWXWo DeVDUUollo AgUDULo：IDA）による土地

の㓄分 

z 森林法 44�5 （ྕ1��� 年）で所得⛯に対するඃ㐝ᥐ置が定

められ、᪂たな保護区の設置。農∾┬（0AG）内に国立

公園ㄢ（deSDUWDPenWo）が発㊊（1��� 年に植林・再植林に

対する所得⛯ඃ㐝ᥐ置をỴめた森林インセンテブがල

యし、1��2 年に拡大される）。 

z ᑓ㛛の公共機㛵に成㛗。 

z ♫会資本の定╔：大Ꮫㄢ程、⊂立経Ⴀの組合組織。 

z 法ᚊ 5��0 ྕ（1��5 年）により、0AG の国立公園ㄢが総

局に᪼᱁。 
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z 1��0 年ࠥ1��0 年にこれまでで᭱大の森林ఆ᥇率が記㘓さ

れる。行政௧により、ࢿ࢚ルࢠー・㖔ᒣ┬（0IE0㸪1��0

年）が発㊊。 

z 法ᚊ �0�4 ྕ（1��� 年）により、国立公園局（SeUYLFLo de 

PDUTXeV NDFLonDleV：SPN）が 0AG の一局として創設され

る。この 10 年㛫に大部分の国立公園がㄌ生。♫会・経済

開発ぢ通し。第 2 ḟ国家開発ィ⏬ 1��� 年㹼1��2 年（-�-� 

7UeMoV）。コࢽ࣑ࣗテ・農ᮧ開発国家ィ⏬（PlDn NDF� de 

DeVDUUollo、1��1 年㹼1��4 年）（-� FLgXeUeV）：³⥳の㠉

UeYolXFLyn YeUde´。第 3 ḟ国家開発ィ⏬ 1��4 年㹼1��� 年

（D�OdXEeU）：自然資源（森林、水㸫㟁力、インベントリ

ー、㖔ᒣ）を含む生産部㛛のኚ㠉、地᪉分権主⩏

（RegLonDlL]DFLyn）。 

第 ,, ẁ㝵（���������） 

保全主⩏の再確認と構㐀

調整 

z 森林開発ィ⏬が立される。地元ఫẸやコࢽ࣑ࣗテに

よるアクセスが少ない保護区の┘どがᙉされる。 

z このᮇにインセンテブや支払いメカࢬࢽムが生まれ

る： 

9 森林活動を支するソࣇト・ローンや⿵ຓ㔠（1��2

年㹼1��3 年）の設置。 

9 インセンテブ：森林保ド認定᭩（CeUWLILFDdoV de 

AEono FoUeVWDl：CAF㸪1��� 年㸪法ᚊ �032 ྕ）は農

家に植林経㈝を⿵ሸする森林活動を定╔さࡏるため

に設けたච⛯ド᭩である。 

9 ᕷやᅋయレベルでの森林開発のためのᮌᮦ᥇ྲྀにㄢ

した⛯㔠からᇶ㔠が設けられたが（1��� 年）、うま

く機能ࡎࡏ。 

9 資㔠力を持った土地所有者を対㇟にした๓払いᘧ森

林 保 ド 認 定 ᭩ （ CeUWLILFDdo AEono FoUeVWDl SoU 

AdelDnWDdo：CAFA㸪1��� 年の法ᚊ �032 ྕで定めら

れた）は、再植林のために๓払㔠がཷけられるとい

うもので、支払われるຓ成㔠の 15％とᢏ⾡支がཷ

けられる農Ẹᅋయに支⤥された。 
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9 植林開発ᇶ㔠 Fondo SDUD el DeVDUUollo de PlDnWDFLoneV 

（PSF㸪1��� 年）は、組織された業界ᅋయに植林

㈝用の �0％の資㔠を⿵ຓするもの。ཎ資は࢜ランダ

政府との自然・മ務ス࣡ップ（FDnMe de deXdD SoU 

nDWXUDle]D）による資㔠。 

z 環境法の出現と持⥆ྍ能な開発（1��� 年）のコンセプ

トの定╔。 

z 森林法 �032 ྕ（1��� 年）によりᪧ法がᨵṇされ、森林認

ド（FeUWLILFDdoV IoUeVWDleV）が制定されたが、1��0 年に国

会Ỵ議によりᗫṆされる。 

z 0IE0 をベースに自然資源・ࢿ࢚ルࢠー・㖔ᒣ┬

（ 0LnLVWeULo de ReFXUVoV NDWXUDleV� EneUgtD \ 0LnDV：

0IRENE0）（1��� 年）が発㊊。 

z 既存の国立公園局（SPN㸪 0AG）をベースに、自然保護

区 ÈUeDV SLlYeVWUeV と生物多様性の管理と┘╩をྖる保全

地域システム SLVWePD de ÈUeDV de ConVeUYDFLyn の再᳨ウ

（ 1��� 年）。国立公園㈈ᅋ（ FXndDFLyn de PDUTXeV 

NDFLonDleV㸪1��0 年）の創設。 

z 国家保全ᡓ␎ EVWUDWegLD NDFLonDl de ConVeUYDFLyn ：

ECODES（1��0 年）が立される。 

z 第 4 ḟ国家開発ィ⏬ 1��� 年㹼1��2 年 （R� CDUD]o）：人的

⫱成。参加。自然資源の保護。 

z 第 5 ḟ 国 家 開 発 ィ ⏬ 1��2 年 㹼 1��� 年 （ /�A� 

0onge）：´NXeYo DPDneFeU� YolYDPoV D lD WLeUUD´。経済再生。

セクター統合。 

z 第 � ḟ国家開発ィ⏬ 1��2 年㹼1��0 年（O� AULDV）：᪂たな

開発スタイルへの⛣行（地理的Ẹ主）、持⥆ྍ能な開発

（自然資源の利用とᕷ場開ᨺ）。 

第 ,,, ẁ㝵（���������） 

 

᪂たなイࢽシアテブ：持

⥆ྍ能な開発にྥけて 

z 環境サービスの支払いのための᪂たなメカࢬࢽムの開発 

9 森林管理・保護のための森林保ド認定᭩（CeUWLILFDdoV 

de AEono FoUeVWDl 0DneMo \ PUoWeFFLyn de BoVTXe：

CAF0A㸪1��4 年）：⛯㔠の支払いに利用されたド᫂
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 ᭩。ṧ存林地を保護し、森林と産業の統合をຓ㛗す

る目的で、10KD 以上の面積の自然林管理プロ࢙ࢪク

トに対し資㔠ຓ。 

z 国際条約のᢈ：生物多様性（1��2 年）、A/IDES（1��4

年）、Ẽೃኚ動（1��2 年）。リ࢜・サ࣑ット（1��2 年）で

の㤳⬻会議をཷけて、コスタリカは国内での環境面の持

⥆ྍ能性の目ᶆをᢎㅙ。20 年以上の森林セクターへのዡ

ບ策と全国保護区システム（SLVWePD NDFLonDl de ÈUeDV 

PUoWegLdDV）の経㦂をベースに、環境サービスの支払いプ

ログラム（PPSA）を開発。 

z 環境ᇶ本法（法ᚊ �554 ྕ、1��5 年）により、野生生物局、

森林局、国立公園局を統合し、0IRENE0 を環境ࢿ࢚ル

�ー┬（0INAE㸪1ࢠ�5 年）に再⦅。国家環境ᑂ議会（ConVeMo 

NDFLonDl APELenWDl）、国家環境ᢏ⾡局（SeFUeWDUtD 7pFnLFD 

NDFLonDl APELenWDl）、環境᳨査ᐁ（ConWUDloU APELenWDl）、

環境┘理ุ所（7ULEXnDl APELenWDl AdPLnLVWUDWLYo）、地域

環境ᑂ議会（ConVeMoV RegLonDleV APELenWDleV）が開設され

る。法つにより、水資源、▼⇞ᩱ、࢙ࢪンダー、環境

ᩍ⫱、ᕷẸ参加、生物多様性、‵地、Ẽೃኚ動、共同実

施、環境保全とࢿ࢚ルࢠーの有ຠ利用、環境管理なの

ᑓ㛛機㛵の統合が㐍ࡔࢇ。 

z 第 � ḟ国家開発ィ⏬（1��0 年㹼1��4 年）（R�A�CDldeUyn）

z 第 �ḟ国家開発ィ⏬´FUDnFLVFo -�OUlLFK（́1��4年㹼1���年）

（-�0�FLgXeUeV）：森林から♫会へ´Del BoVTXe D lD VoFLedDd´

第 ,9 ẁ㝵（���������） 

 

環境サービスの統合シス

テム管理 

z 森林法（法ᚊ �5�5 ྕ、1��� 年）：ᪧ法をᨵṇ、環境サー

ビスを³森林、植林が提供し、環境の保護やᨵၿに┤᥋ᙳ

㡪する´ものとして定⩏（第 3 条、K 㡯）。 

9 資㔠を確保し、PSA ス࢟ームを管理するために

OCIC、FONAFIFO といった機㛵を創設（理事会メン

ーは、公的セクターからࣂ 3 名、Ẹ㛫セクターから

2 名）。 

9 ▼⇞ᩱ⛯を設け、ᚩ収額の 1�3 を PSA と CAF のỴ

－ �� －
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済（┤᥋⿵ຓ）にྥける。 

9 植林と森林保全へのዡບ策（CCB㸪1��� 年） 

9 先ఫẸᒃ␃区での PSA の実施。 

9 FANAFIFO のᙉ（1��� 年） 

9 BDndeUD A]Xl EFolygLFD 事業開始（1��� 年）。 

9 1��� 年から環境サービス支払い事業（PUogUDPD de 

PDgo SoU SeUYLFLoV APELenWDleV：PPSA）がᑠ・中つᶍ

森林所有者にも適用される。 

9 森 林 保 全 認 ド （ CeUWLILFDdo de ConVeUYDFLyn de 

BoVTXe：CCB㸪1��� 年）：森林を保全し、㐣ཤ 2 年

㛫に森林を³利用（ASUoYeFKDPLenWo）´してこなかっ

た土地所有者または環境サービスPSAの提供者に適

用。ඃ先事㡯として定╔、⛯㔠支払いのඃ㐝ᥐ置の

ために利用される。FONAFIFO は同ド᫂᭩の発行へ

の支払いの 5％を生物回ᗯのඃ先地域に。動産⛯

がච㝖ᥐ置。 

9 PSA と再植林、森林の保護・管理のዡບ策（1��� 年）：

植林地域にච⛯ᥐ置。資㔠の⿵ሸは▼⇞ᩱ⛯から

行われ、FONAFIFO はそのᚩ収額の 3�5％をཷけྲྀ

る。 

z 国際条約：ி㒔議定᭩（1��� 年）で炭素固定の΅プロ

セスが始まる。環境ᇶ本法（1��5 年）、生物多様性法（1���

年）の成立。そのかに野生生物保全法、ἢᓊᾏὒ保全

法な。 

z 生物多様性法 /e\ de BLodLYeUVLdDd（1��� 年）により、現

行の全国保全地域システム SLVWePD NDFLonDl de ÈUeDV de 

ConVeUYDFLyn（SINAC）がṇᘧに発㊊。同法により、SINAC

をᙉ。 

z 生物回ᗯ国家事業（ PUogUDPD NDFLonDl de CoUUedoUeV 

BLolygLFoV㸪1��� 年）： 

9 Ẽೃኚ動に㛵するྛ種調༳により 1��5 年から炭素

固定 ��5�5 万 3�3W、出๐減 2�0�3 万 1����W のための

－ �� －
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共同実施プロ࢙ࢪクトが開始。 

9 同ᮇに、保全と再植林のための 5 つの森林ࣃイロ

ット事業（ECO/AND、K/INKI、CNF/、PAP、EAR7+）

（15 年㛫ࠥ40 年㛫、対㇟面積 54 万 2�4�1KD、総事業

㈝ 15��4 ⓒ万米ドル）が実施される。 

9 再生ྍ能ࢿ࢚ルࢠー分野で 4 つの༠定が成立。内ヂ

は 3 ௳が㢼力ࢿ࢚ルࢠー、ṧりの 1 ௳が水力発㟁。

これらにより、1�� 万 ����0W の CO2出๐減がぢ㎸

まれる。 

9 1���年に࢜ランダ政府との㛫でコーࣄー生産からで

るᗫ水と有機物のฎ理によるメタン出๐減プロࢪ

クト（10࢙ 年㛫、ฎ理㔞 1 万 ��323W）に調༳。 

第 9 ẁ㝵（���������） 

 

森林および生態系サービ

スの開発のための᪂たな

య制 

z 第 � ḟ国家人㛫開発ィ⏬ 1��� 年㹼2002 年：21 世⣖のゎ

Ỵ策 SolXFLoneV SLglo ;;I´（0�A�RodUtgXe]）。 

z 水力㟁力業界との自発的༠定の᥎㐍。 

z 㟁力ᩱ㔠（ESP+）：2000 ᮇ㹼200� ᮇのᚩ収ぢ㎸額約

24��000 ⓒ万コロン（1 米ドル㸻約 500 コロン） 

z 国外からの┤᥋༠力：GEF・世界㖟行（ECO0ERCADOS）㸪

KF:� 

z セクター㛫に᪂たな対立、΅、対ヰが発生。 

z ㈈源㓄分への多大な㟂要の発生のため、保全のための

PSA をඃ先。 

9 法ᚊ �05� ྕ（2001 年）：ECO0ERCADOS プロ࢙ࢪ

クト。世界㖟行とGEFへのᣐ出によるḰを通じて、

5 年㛫生物回ᗯ地域をඃ先した資㔠㓄分。 

9 環境サービス認ド CeUWLILFDdo de SeUYLFLoV APELenWDleV

（CSA）の⪃（2001 年）：᪂たな地域での PSA 資

㔠をび㎸むために FONAFICO が⪃したᕷ場資

㔠メカࢬࢽム。 

9 アグロ・࢛ࣇレストリー環境サービス支払い

（PSA）：環境サービスのᶞᮌコンポーࢿントをṇᘧ

に認める。以๓には⪃៖されていなかった林㛫ᨺ∾、

－ �� －
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アグロ・࢛ࣇレストリー、これらをΰしたシステ

ム（土ተຎ㜵Ṇ、ὶ域の統合管理、生物回ᗯ、㣗

⣊Ᏻ全保障）でのᶞᮌ 1 本あたり 230 コロンを定め

る。 

9 2002 年に PSA の森林管理コンポーࢿントの᪂つዎ

約がᗫṆされる。 

 11 の保全地域（ÈUeDV de ConVeUYDFLyn）で、ྛ種管理カテࢦ

リーの下で 12� カ所の保護区の管理と �0 カ所を㉺すẸ㛫保護

区ࢿット࣡ーク、同に、生物回ᗯ、生態的地ᙺ権（SeUYLdXPEUeV 

EFolygLFDV）、水系管理事業といった自然資源の保護と管理の⿵

メカࢬࢽムの構⠏。 

z 第 10 ḟ国家開発ィ⏬´0onVexoU 9tFWoU 0DnXel SDnDEULD 

0DUWtne] （͇2002 年㹼200� 年）（A�PDFKeFo）。 

第 9, ẁ㝵（�����現在） 

 

組織的㐃ᖏ、分権、³カ

ー࣎ン・ࣗࢽートラル´ᐉ

ゝによるコスタリカの᪂

たなアイࢹンテテ 

z 資㔠㓄分のためのᇶ‽の᫂確。組織的㐃ᖏ。分権：

FONAFIFO 地域事務所の開設。 

z ㈈源の᪂たな࢜プシࣙンと環境管理：利水に対するᚩ収。

z グリーン・ツーリࢬム、農ᮧコࢽ࣑ࣗテ観光の⯆。 

z 炭素の国際ᕷ場の開設：IPCC。 

z Ẽೃኚ動と㐃動した事業：FONAFIFO に対するᖹ行ᕷ場

イࢽシアテブ。 

z 200� 年から大統㡿によるイࢽシアテブ³自然とともに

ᖹ和を（PD] Fon lD NDWXUDle]D）´（大統㡿௧ 334���0P）の

ྲྀり組み：生態系の回復と環境ຎのಟ復を目指す。環

境保護および再植林ࣕ࢟ン࣌ーン。 

z Ẽೃኚ動国家ᡓ␎（ENCC㸪200�）：᪂たなアイࢹンテ

テのᶍ⣴。コスタリカの³カー࣎ン・ࣗࢽートラル´ᐉゝ。

z ሗ通ಙセクター公的機㛵のᙉ・㏆代法（法ᚊ ���0

ྕ、200�）の成立。 

z BDndeUD A]Xl EFolygLFD 事業に´CoPXnLdDd ClLPD NeXWUDl´カ

テࢦリーの創設（PRAE㸪法௧ 351�2 ྕ㸪200� 年）。 

z 第 11 ḟ国家開発ィ⏬ ´-oUge 0DnXel Dengo�200� 年㹼2010

年´（O�AULDV）³PD]（DlLDn]D）Fon lD NDWXUDle]D´。2021 年

－ �0 －
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までにカー࣎ン・ࣗࢽートラルの実現。 

z 第 12 ḟ国家開発ィ⏬͆ NDUtD 7� OEUegyn =�（2011 年㹼2014

年）´（/� CKLnFKLllD）：コスタリカ初のዪ性大統㡿。環境

重どのጼໃは๓政権同様ࡔが、生物多様性を再生ྍ能࢚

のようにとの統合管理を通じてー・水資源なࢠルࢿ

経済開発と環境保護・♫会的公ṇを実現するかに力Ⅼを

おく。CoVWD RLFD SoU VLePSUe によるᾏὒ保護区の拡・拡

大。 

参⪃ᩥ⊩： 

A�CDPDFKo（2010）Un nodo de FooSeUDFLyn VoEUe�loV VeUYLFLoV DPELenWDleV en CoVWD RLFD�InVWLWXWo 

InWeUDPeULFDno de CooSeUDFLyn SDUD lD AgULFXlWXUD（IICA）�SDn -oVp�㛵ಀ機㛵の࢙࢘ッブ・サイ

ト：www�PLnDe�go�FU㸪 www�IonDILIo�FoP� www�oFLF�LPn�DF�FU� www�VLUeIoU�go�FU㸪www�LPn�DF�FU㸪 

www�PLdeSlDn�go�FU 

－ �1 －
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